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 Ⅰ 事業運営方針 

 

命を脅かすほどの気温上昇や異常気象の頻発化など、気候変動に伴う災害は深刻さを

増し、その脅威への対策は一刻の猶予も許されない状況にある。 

こうした中、東京都は、 2030 年カーボンハーフとその先の未来を見据え、令和 7 年

3 月に「ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ」を策定して施策を強化す

るとともに、令和 8 年 1 月には太陽光発電設備導入量の目標を引き上げるなど、政策

のアップデートを重ねている。 

都における環境施策の多くを担う公社としては、現場の最前線で培ってきた専門性を

活かし、脱炭素をはじめとした、レジリエントで持続可能な都市・東京の実現に資する

事業を展開するとともに、 DX を推進して事業執行の堅実性と迅速性を最大限高め、都

環境施策の目標の達成を後押ししていく。 

具体的には、エネルギー分野においては、電力のレジリエンス向上やエネルギー効率

の最大化等に資する支援を充実させるとともに、電子申請等を通じて施策の効果を都民・

事業者に素早く届け、脱炭素型ライフスタイルへの転換を推進する。また、水素エネル

ギーの普及拡大に向けては、水素情報館「東京スイソミル」の発信力の強化に向けて、

施設運営の BPR に取り組む。 

資源循環・廃棄物適正処理分野においては、サステナブルな循環型経済の構築に向け

た取組を継続するとともに、「 TOKYO クリーンアップムーブメント」に繋がる支援

を展開し、清潔で魅力ある都市環境の維持を図っていく。また、近年増加しているリチ

ウムイオン電池による廃棄物処理施設での火災の防止に向けた支援に取り組むほか、八

丈町において、令和 7 年 10 月の台風第 22 号及び第 23 号により発生した災害廃棄

物の島外運搬及び処理を実施し、社会基盤の早期復旧に寄与する。 

自然環境分野においては、保全活動のボランティア人材の育成を拡充するなど、生物

多様性の保全・回復に向けた行動変容を促進する。また、水・大気環境分野においては、

水質の改善等に資する助成事業や普及啓発を継続して実施する。 

調査研究分野においては、生物多様性の保全等に資する新たな研究を開始するととも

に、研究機能強化に資する技術を有するスタートアップ企業との連携事業を実施する。 

広報・普及啓発においては、 TOKYO - ecosteps を通じて、各分野の公社事業や区市

町村の取組を発信するとともに、新たに東京都の環境学習コンテンツと一体的な広報を

展開し、都民のエコアクションを一層喚起していく。 
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【主な取組事項】 
 

（１）地球温暖化防止活動の支援等に関する事業 

既存住宅における再エネ設備の導入や高断熱設備の設置等への助成を拡充して実施する。 

また、助成事業においては、デジタルや外部リソースの活用を一層強化し、堅実かつ迅速な

事業執行に努めていく。 

さらに、水素エネルギーの最新動向等に関する都民・事業者の更なる理解促進に向けて、水

素情報館「東京スイソミル」の施設運営の BPR 及び展示の改修に取り組む。 

 

（２）資源の循環利用及び廃棄物の適正処理の支援等に関する事業 

主要駅等の交通結節点や公共施設におけるリサイクルステーションの導入・運用に係る支援

や廃棄物処理施設におけるリチウムイオン電池の処理に係る安全対策措置への助成等を新たに

開始する。 

また、令和 7 年台風第 22 号及び第 23 号に伴う災害への対応として、八丈町、東京都、公

社による災害廃棄物処理基本協定に基づき、災害廃棄物の運搬及び処理を実施する。 

 

（３）生物多様性の保全等に係る支援等に関する事業 

次世代の保全活動を担う人材育成を促進するため、保全地域体験プログラムの実施回数を拡

大するほか、学校との協働による保全地域の自然保護活動「東京グリーン・キャンパス・プロ

グラム」を拡充して実施する。 

 

（４）大気、水質等環境の改善に係る支援等に関する事業 

有機フッ素化合物対策として、 PFOS 含有泡消火剤の交換・処理を促す助成事業において、

対象設備に PFOA 含有泡消火剤を追加し、拡充して実施する。 

 

（５）環境に係る調査研究・技術開発等に関する事業 

伊豆大島のキョン対策に資する環境 DNA 調査などの特別研究を実施するほか、最新技術や

ソリューションを活用した研究領域の拡大を目的とし、研究機能強化に資する技術を有するス

タートアップとの連携事業を新たに開始する。 

 

（６）環境に係る広報、普及啓発及び支援等に関する事業 

都民の多様な環境配慮行動を後押しする「 TOKYO – ecosteps 」を引き続き運営するととも

に、「チームもったいない」など、東京都の環境学習コンテンツの一体的な運用を新たに開始

する。 
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【事業体系図】 

 

(36) 環 境 学 習 事 業

(37) Ｔ Ｏ Ｋ Ｙ Ｏ － ｅ ｃ ｏ ｓ ｔ ｅ ｐ ｓ

(38) 液 化 石 油 ガ ス 保 安 に 関 す る 普 及 啓 発 事 業

(32) スタートアップとの連携による環境科学研究所の研究力強化事業

(33) 気 候 変 動 適 応 促 進 事 業

(34) 区 市 町 村 と の 連 携 に よ る 環 境 政 策 高 度 化 事 業

(35) 区 市 町 村 と の 連 携 に よ る 環 境 政 策 加 速 化 事 業

法人 管 理 運 営 部 門

(39) グ ロ ー バ ル サ ウ ス の Ｇ Ｘ 促 進 プ ロ ジ ェ ク ト

収益 7 公 益 目 的 事 業 の 推 進 に 資 す る 事 業 (40) 社 有 地 の 利 活 用 事 業

(31) 自 主 研 究 事 業

6 環 境 に 係 る 広 報 、 普 及 啓 発 及 び 支 援 等 に 関 す る 事 業

(25) 施 設 搬 入 不 適 物 調 査 事 業

3 生 物 多 様 性 の 保 全 等 に 係 る 支 援 等 に 関 す る 事 業 (26) 自 然 環 境 の 保 全 等 事 業

5 環 境 に 係 る 調 査 研 究 ・ 技 術 開 発 等 に 関 す る 事 業 (29) 環 境 調 査 研 究 ・ 技 術 支 援 事 業

(30) 外 部 資 金 導 入 研 究 事 業

(27) 生 物 多 様 性 保 全 連 携 推 進 事 業

4 大 気 、 水 質 等 環 境 の 改 善 に 係 る 支 援 等 に 関 す る 事 業 (28) 大 気 ・ 水 質 等 環 境 改 善 事 業

(22) 浄 化 槽 法 定 検 査 事 業

(23) 河 川 環 境 保 全 事 業

(24) 清 掃 工 場 計 器 保 全 事 業

(18) 微 量 Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 処 理 支 援 事 業

(20) 災 害 廃 棄 物 処 理 支 援 事 業

(19) 医 療 廃 棄 物 適 正 処 理 推 進 事 業

(5) サ ー キ ュ ラ ー エ コ ノ ミ ー 推 進 事 業

(6) 資 源 循 環 等 に 係 る 海 外 諸 都 市 へ の 技 術 支 援 等

(11) 不 燃 ご み 処 理 セ ン タ ー 運 転 管 理 事 業

(12) 管 路 収 集 輸 送 施 設 運 転 管 理 等 事 業

(21) 中 防 外 側 諸 事 業

(10) 中 防 内 側 諸 事 業

(13) 環 境 関 連 施 設 の 見 学 事 業

(14) 産 業 廃 棄 物 適 正 処 理 講 習 会 事 業

(16) 廃 棄 物 処 理 施 設 安 全 対 策 支 援 事 業

(15) 廃 棄 物 処 理 施 設 等 技 術 支 援 事 業

2 資源の循環利用及び廃棄物の適正処理の支援等に関する事業

(3) ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ ン モ ビ リ テ ィ 推 進 事 業

(4) 水 素 エ ネ ル ギ ー 普 及 拡 大 事 業

(17) 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 優 良 性 基 準 適 合 認 定 制 度 事 業

区分 事業 細目

公

益

目

的

事

業

1 地 球 温 暖 化 防 止 活 動 の 支 援 等 に 関 す る 事 業 (1) 都 民 の ゼ ロ カ ー ボ ン ア ク シ ョ ン 推 進 事 業

(2) 事 業 者 の 脱 炭 素 化 促 進 事 業

(7) Ｔ Ｏ Ｋ Ｙ Ｏ 海 ご み ゼ ロ ア ク シ ョ ン に 係 る 普 及 啓 発

(8) 交通結節点・公共施設へのリサイクルステーションの整備事業

(9) 地 域 と 連 携 し た 街 の 清 掃 美 化 推 進 事 業
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Ⅱ 事業計画 

 

１ 地球温暖化防止活動の支援等に関する事業 

 

  （１）都民のゼロカーボンアクション推進事業 

   ① 家庭へのＨＴＴアクション促進事業（東京都補助事業） 

     家庭に対してＨＴＴ（電力をⒽへらす、Ⓣつくる、Ⓣためる）の取組の理解促進を図るため、

動画の作成やイベント出展など幅広い機会を捉えてＰＲし、行動変容及びその定着を図る。 

   ② 太陽エネルギー普及促進事業（東京都補助事業） 

     太陽エネルギー関連の普及啓発を目的に、ソーラー屋根台帳の公開や太陽エネルギーフェ

ア・セミナーの開催など、都民の太陽エネルギーへの理解を深めるための取組を実施する。 

     年間計画 セミナー等の開催 １回 

          イベント出展   ６回 

   ③ 太陽光発電設備アドバイザリー支援事業（委託元 東京都） 

     建築物環境報告書制度の施行により、都民・事業者に対し、セミナーの開催、講師派遣等、

太陽光発電設備の導入検討、設置、管理運用の各段階を網羅した総合アドバイザリー支援を展

開する。 

     また、太陽光発電設備の設置を妨げる都市特有の諸課題の解消に資する優れた機能性を有す

る太陽光発電設備を認定する。 

     年間計画 セミナー開催及び講師派遣 ２５回 

   ④ 建築物環境報告書制度等に係る総合相談窓口の設置・運営業務（委託元 東京都） 

     建築物環境報告書制度や家庭向けの省エネ・再エネ支援制度等について、都民・事業者の理

解促進と安定的な制度運用に繋げるため、当制度についての相談を受け付ける電話相談窓口を

運営する。 

   ⑤ 建築物環境報告書制度に係る普及啓発事業（東京都補助事業） 

     建築物環境報告書制度に係る都民・事業者の理解促進と建築物の脱炭素化に向けた意識の醸

成を図るため、様々なチャネルを活用し、多面的で効果的な広報活動を展開する。 

   ⑥ 既存住宅断熱改修普及啓発事業（東京都補助事業） 

     既存住宅の断熱改修に対する都民の理解促進を図るとともに、世帯や家族形態といった属性

別など、対象に応じた多面的かつ効果的な普及啓発を戦略的に実施する。 

   ⑦ 中小規模地域家電店と連携した地球温暖化対策（委託元 東京都） 

     東京都と連携している団体とともに、省エネルギーに関するノウハウを持ち、積極的に省エ

ネ情報を提供する店舗に対して研修を実施し、東京省エネマイスター店の登録・公表を行う。 

     年間計画 省エネマイスター研修 １回 

   ⑧ 地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業（環境省補助事業） 

     省エネセミナーの開催やイベント出展等を通じて、地球温暖化の現状や具体的な省エネ事例

を紹介し、都民一人ひとりの省エネ活動を促進する。 

     年間計画 脱炭素経営セミナー開催 １回 

          イベント出展等     ６件 

          講師派遣       １２件 
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   ⑨ 東京ゼロエミ住宅普及促進事業（東京都補助事業） 

     家庭におけるエネルギー消費量の低減を推進するため、都内において東京ゼロエミ住宅を新

築する者に対して、経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和元～１２年度「助成金の交付は令和１４年度まで」） 

区分 概要 

東京ゼロエミ住宅 

（戸建住宅） 

［水準Ｃ］４０万円／戸［水準Ｂ］１６０万円／戸［水準Ａ］２４０

万円／戸 

東京ゼロエミ住宅 

（集合住宅等） 

［水準Ｃ］３０万円／戸［水準Ｂ］１３０万円／戸［水準Ａ］２００

万円／戸 

太陽光発電システム 

（オール電化の住宅） 

［３．６ｋＷ以下］１３万円／ｋＷ、助成限度額３９万円 

［３．６ｋＷ超５０ｋＷ未満］１１万円／ｋＷ 

太陽光発電システム 

（オール電化以外の住宅） 

［３．６ｋＷ以下］１２万円／ｋＷ、助成限度額３６万円 

［３．６ｋＷ超５０ｋＷ未満］１０万円／ｋＷ 

機能性ＰＶ上乗せ 機能性の区分に応じて最大１０万円／ｋＷ 

集合住宅の陸屋根への架台工

事 

２０万円／ｋＷ 

※ただし、架台設置経費を上限とする。 

蓄電池 １０万円／ｋＷｈ 

※ただし、単位住戸あたりの助成金額は１２０万円かつ蓄電池設置経費

を上限とする。 

Ｖ２Ｈ １台あたり助成率１／２以内、助成限度額５０万円 

※太陽光発電システム、ＥＶ等導入の場合は、助成率１０／１０以内、

助成限度額１００万円 

   ⑩ 住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業（東京都補助事業） 

     住宅所有者の太陽光発電システム設置に係る初期費用ゼロの事業の促進と、設置後のサービ

ス利用料の低減を目的として、初期費用ゼロサービスを実施する提供事業者に対し、経費の一

部を助成する。 

     （事業期間：令和４～１２年度「助成金の交付は令和１４年度まで」） 

区分 概要 

太陽光発電（新築） 
［３ｋＷ以下］１５万円／ｋＷ［３ｋＷ超］１０万円／ｋＷ（３ｋＷを

超え３．６ｋＷ以下の場合は一律３６万円） 

太陽光発電（既築） 
［３ｋＷ以下］１８万円／ｋＷ［３ｋＷ超］１２万円／ｋＷ（３ｋＷ

を超え３．７５ｋＷ以下の場合は一律４５万円） 

機能性ＰＶ上乗せ 機能性の区分に応じて最大１０万円／ｋＷ 

蓄電池 一律１０万円／ｋＷｈ（上限１２０万円） 

   ⑪ 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業（東京都補助事業） 

    ア 既存住宅における省エネ改修促進事業 

      既存住宅の断熱性能を向上するため、窓、ドア、断熱材（壁、屋根、天井及び床）、浴槽

の断熱改修及び改修の際に加入した瑕疵保険に対し、経費の一部を助成する。 

      （事業期間：令和４～９年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 
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区分 概要 

高断熱窓・ドア（戸建住宅

／集合住宅戸別改修） 

助成対象製品の性能及び大きさに応じた単価制、助成単価１／２相当

額 

通常断熱窓：助成上限額２００万円／戸、断熱防犯窓：助成上限額３

００万円／戸 

高断熱窓・ドア（集合住宅

全体改修） 

助成対象製品の性能及び大きさに応じた単価制、助成単価１／２相当

額 

窓・ドアの改修戸数４９戸以下：助成上限額２００万円／戸×改修戸

数、窓・ドアの改修戸数５０戸以上：助成上限額２４０万円／戸×改

修戸数 

断熱材 助成率１／３以内 、助成限度額１００万円／戸 

高断熱浴槽 定額９５，０００円／戸 

リフォーム瑕疵保険 定額７，０００円／件 

    イ 家庭における太陽光発電導入促進事業 

      既存住宅及び新築住宅に対して、太陽光発電設備の設置を促進するため、太陽光発電設備

の導入に対し、経費の一部を助成する。また、太陽光発電設備を導入済みの既存住宅におい

て、継続的な設備の利用を促すため、パワーコンディショナの更新に係る経費の一部を助成

する。 

      （事業期間：令和５～９年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 

区分 概要 

太陽光発電設備（新築住宅） 

［３．６ｋＷ以下］１２万円／ｋＷ、助成限度額３６万円 

［３．６ｋＷ超］ １０万円／ｋＷ（５０ｋＷ未満） 

※ただし、太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とす

る。 

太陽光発電設備（既存住宅） 

［３．７５ｋＷ以下］１５万円／ｋＷ、助成限度額４５万円 

［３．７５ｋＷ超］ １２万円／ｋＷ（５０ｋＷ未満） 

※ただし、太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とす

る。 

陸屋根の防水工事 
既存集合住宅及び既存戸建住宅  １８万円／ｋＷ 

※ただし、防水工事経費を上限とする。 

陸屋根の架台工事 

集合住宅   ２０万円／ｋＷ 

既存戸建住宅 １０万円／ｋＷ 

※ただし、架台設置経費を上限とする。 

機能性ＰＶ上乗せ 機能性の区分に応じて最大１０万円／ｋＷ 

パワーコンディショナの更

新 
機器費及び工事費の１／２以内、助成限度額１０万円 

リフォーム瑕疵保険 定額７，０００円／件 
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    ウ 家庭における蓄電池導入促進事業 

      家庭における太陽光発電による電気の自家消費の増大及び非常時のエネルギー自立性の

向上を目的として、蓄電池システムの設置に係る経費の一部を助成する。また、デマンドレ

スポンス（以下、「ＤＲ」という。）活用による供給力・調整力として電力系統へ貢献する

役割を実装するため、アグリゲーションビジネス実装事業の登録アグリゲーターによる遠隔

制御型ＤＲ実証に参加する場合に限り、上乗せの助成を行う。 

      （事業期間：令和４～９年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 

区分 概要 

蓄電池システム 
１０万円／ｋＷｈ（ＤＲ実証参加しない場合、上限１２０万円／戸） 

※太陽光パネルの設置又は再エネ電力契約が条件 

既存蓄電池の蓄電ユニット

増設 

６万円／ｋＷｈ（ＤＲ実証参加しない場合、上限７２万円／戸） 

※太陽光パネル設置済であることが条件 

ＤＲ実証に参加する場合の

上乗せ 

１０万円／件 

※蓄電池システム新設又はユニット増設時にＤＲ実証に参加すること

が条件 

ＩｏＴ機器設置 

５万円／台 

※蓄電池システム新設又はユニット増設時にＤＲ実証参加に伴うＩｏ

Ｔ機器が対象 

リフォーム瑕疵保険 定額７，０００円／件 

    エ 熱と電気の有効利用促進事業 

      熱を無駄なく有効に利用していくため、再生可能エネルギー由来の熱利用機器の設置に係

る経費の一部を助成する。また、既存住宅への省エネ設備としてエコキュートの導入に係る

経費の一部を助成する。 

      （事業期間：令和４～９年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 

区分 概要 

太陽熱利用システム 助成率１／２以内、助成限度額５５万円／戸 

地中熱利用システム 助成率３／５以内、助成限度額１８０万円／台 

太陽熱利用システム補助熱

源機器更新 
助成率１／２以内、助成限度額１０万円／台 

地中熱利用システムヒート

ポンプ等更新 
助成率１／２以内、助成限度額２７５，０００円／台 

エコキュート等 

太陽光を使用して日中に沸き上げる機能を有している場合：助成限度

額１４万円／台 

再生可能エネルギー１００％電力メニューを契約し当該電力がエコ

キュート等を設置した住宅に供給されている場合：助成限度額５万円

／台 

ＤＲ実証への参加のみの場合：助成限度額８万円／台 
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ＤＲ実証に参加する場合の

上乗せ 

助成限度額８万円／台 

※エコキュート等新設時にＤＲ実証に参加することが条件 

※太陽光を使用して日中に沸き上げる機能を有している場合、又は再

生可能エネルギー１００％電力メニューを契約し当該電力がエコ

キュート等を設置した住宅に供給されている場合 

ＩｏＴ機器設置 

助成限度額５万円／台 

※エコキュート等の新設時のＤＲ実証への参加に伴うＩｏＴ機器が対

象 

リフォーム瑕疵保険 定額７，０００円／件 

    オ 戸建住宅におけるＶ２Ｈ普及促進事業 

      太陽光発電による電気の有効利用と家庭における非常時のエネルギー自立性の向上を目

的に、都内の戸建住宅に対して、Ｖ２Ｈの設置に係る経費の一部を助成する。 

      （事業期間：令和４～９年度「助成金の交付は令和１０年度まで」） 

区分 概要 

Ｖ２Ｈ 助成率１／２以内、助成限度額５０万円 

太陽光発電システムとＥＶ

又はＰＨＶが揃う場合の上

乗せ 

助成率１０／１０以内、助成限度額１００万円 

リフォーム瑕疵保険 定額７，０００円／件 

    カ 分譲マンション省エネ型給湯機器導入促進事業 

      高効率給湯器の導入を促進することを目的に、都内の分譲マンションに対して、エコ

ジョーズ及びエコフィールの設置に係る経費の一部を助成する。 

      （事業期間：令和７～９年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 

区分 概要 

分譲マンションにおけるエ

コジョーズ・エコフィール

への交換 

追い炊き機能有り７万円／台 

追い炊き機能無し５万円／台 

再エネ電力に契約した場合

の上乗せ 
３万円／件 

ドレン排水ガイド設置工事 
３万円／台 

※ドレン排水ガイドを敷設する工事を実施した場合上乗せ 

浴室へのドレン水排水工事 
３万円／台 

※三方弁工事又は三本管（二重管含む）工事を実施した場合上乗せ 

    キ 省エネ点検・改修キャンペーン事業 

      既存住宅の高断熱窓等への改修や高効率給湯器への交換を促進するため、省エネ点検員の

派遣による省エネ性能の現状把握と最適な省エネ改修の提案、改修効果の理解促進、点検後

のフォローアップ、改修事業者とのマッチングといった伴走型の支援を実施する。 

      （事業期間：令和７～９年度） 
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   ⑫ 東京都既存マンション省エネ・再エネ促進事業（東京都補助事業） 

     （事業期間：令和５～７年度「助成金の交付は令和８年度まで」） 

    ● 令和７年度をもって、助成金の申請受付を終了した。 

    ● 令和８年度は、令和７年度申請分の審査業務及び交付決定者への助成金の交付を行う。 

   ⑬ 賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業（東京都補助事業） 

     賃貸集合住宅の省エネ性能の診断・性能表示、断熱改修、再生可能エネルギー導入に対し、

経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和７～９年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 

区分 概要 

省エネ診断（既築） 

省エネ診断：助成率１０／１０以内、助成限度額１２０万円／棟 

省エネ診断用現況図面設計：助成率１０／１０以内、助成限度額１０

万円／戸 

省エネ改修（既築） 

助成率２／３以内 

高断熱窓：助成限度額３０万円／戸、高断熱ドア：助成限度額２７万

円／戸、断熱材：助成限度額６０万円／戸 

太陽光発電設備（新築住宅） 
［３．６ｋＷ以下］１８万円／ｋＷ、助成限度額５４万円／棟 

［３．６ｋＷ超］１５万円／ｋＷ（５０ｋＷ未満） 

太陽光発電設備（既存住宅） 
［３．７５ｋＷ以下］３０万円／ｋＷ、助成限度額９０万円／棟 

［３．７５ｋＷ超］２４万円／ｋＷ（５０ｋＷ未満） 

防水工事 
既築陸屋根：１８万円／ｋＷ 

※ただし、防水工事経費を上限とする。 

架台工事 
陸屋根：２０万円／ｋＷ 

※ただし、架台設置経費を上限とする。 

機能性ＰＶ上乗せ 機能性の区分に応じて最大１０万円／ｋＷ 

低圧電力一括受電付帯設備 電力量計：７万円／戸、データ収集装置：１０万円／棟 

蓄電池 
太陽光発電設備と併せた導入１０万円／ｋＷｈ 

※蓄電池設置経費の額であって１棟当たり１８０万円が上限 

   ⑭ 家庭のゼロエミッション行動推進事業（東京都補助事業） 

     省エネ家電への買替等の促進を図るため、省エネ性能の高いエアコン・冷蔵庫・給湯器・照

明器具を購入又は買替をした都民に対して、購入支援として「東京ゼロエミポイント」を付与

する。 

     （事業期間：令和元～８年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 

   ⑮ 家庭の環境アクション推進事業（東京都補助事業） 

     家庭等の需要家と直接の接点を持つエネルギー小売事業者を介した「省エネ・再エネ・需要

最適化」の行動変容に繋がるビジネスを公募・選定し、実証に係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和７～８年度「助成金の交付は令和８年度まで」） 
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区分 概要 

実証に係る経費（調査・設計

費、設備費、工事費、管理・運

営費） 

助成率１／２以内、助成限度額２，５００万円 

   ⑯ 自家消費プラン（東京都補助事業） 

    ● 令和４年度をもって、助成金の交付を終了した。 

    ● 令和１０年度まで、本事業により助成を受けた設備の電力使用量等のデータの収集業務を

行う。 

 

  （２）事業者の脱炭素化促進事業 

   ① 中小規模事業所への省エネ推進事業（委託元 東京都） 

     省エネルギー診断や研修会等の実施により、都内の中小規模事業所に対し、省エネ対策の取

組を支援する。 

区分 概要 

導入推奨機器指定制度 

導入推奨機器の指定基準を満たす機器の製造事業者等から提出される

申請書類の確認、指定基準の見直し等を行い、円滑な制度運用を支援す

る。 

省エネ・再エネワンストップ

相談窓口 

中小規模事業所における省エネルギー対策の推進について、節電・省エ

ネ、再エネ等に関する中小企業者等からの問い合わせに対応する相談窓

口を設置する。 

省エネルギー診断 

省エネルギー対策について関心のある事業者に対し、技術専門員が事業

所を直接訪問して現場の設備やエネルギーの使用状況を調査・診断し、

事業所の特性に応じた省エネルギー対策を提案するとともに、新たな投

資を抑えた省エネルギー対策として、既存設備の使用方法を改善する技

術支援を現地で実施する運用改善技術支援及び診断報告書の説明を希

望する事業所に対し、訪問での説明業務を行う。 

また、省エネルギー対策実施後の想定効果をシミュレーションできる

「省エネ診断ナビ」を運用し、利用者への効果的な支援を図る。 

年間計画 省エネルギー診断  ６００件 

     運用改善技術支援  １００件 

     診断報告書説明業務 １００件 

地球温暖化対策ビジネス事業

者の登録・紹介 

地球温暖化対策に係る知見・技術をもつ事業者を「東京都地球温暖化対

策ビジネス事業者」として登録し、ホームページや窓口、講習会等の機

会を活用して広く紹介することにより、温暖化対策に取り組む事業者に

対して情報提供を行う。また、地球温暖化対策ビジネス事業者の専門的

強みを活かした脱炭素化に向けた省エネコンサルティング事業の運営

を行う。 

年間計画 省エネコンサルティング ３２０件 

     運用改善技術支援     ３０件 
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中小規模事業所対策推進研修

会等の開催 

中小規模事業所の設置者等を対象とした中小規模事業所対策推進研修

会及び出張相談会の管理・運営を通じて、区市町村及び業界団体が実施

する省エネルギー対策の普及に向けた取組を支援する。 

年間計画 中小規模事業所対策推進研修会 ３０件 

出張相談会          １０件 

業種別省エネルギー対策推進

研修会の開催 

中小規模事業所の設置者等が加盟する業界団体と連携し、省エネルギー

対策に関する実態調査を通じて、業種特有の課題と対策を捉えた業種別

省エネルギー対策テキストを作成し、研修会を実施することにより、当

該業種の省エネルギー対策を支援する。 

年間計画 業種別省エネルギー対策推進研修会 １回 

   ② 中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業（東京都補助事業） 

    ● 令和５年度をもって、助成金の交付を終了した。 

    ● 令和８年度は、地球温暖化対策報告書の提出管理及び取得財産等処分等を受け付ける。 

   ③ ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業（東京都補助事業） 

     省エネルギー化が見込まれる都内中小企業等に対し、省エネ設備の導入と運用改善の実践に

係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和５～８年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 

区分 概要 

年間ＣＯ２排出量を更新前と

比較して２８ｔ-ＣＯ２以上削

減可能な省エネ設備等導入を

行う場合 

助成率３／４以内、助成限度額４，５００万円 

事前に省エネ診断（クール・

ネット東京が実施する省エネ

診断又は省エネコンサルティ

ング）を受診し、この提案に基

づき、省エネ設備の導入等を

行う場合 

助成率２／３以内、助成限度額２，５００万円 

事業者が自ら計画を作成し、

省エネ効果の確認ができる省

エネ設備の導入等を行う場合 

助成率２／３以内、助成限度額１，０００万円 

   ④ ＺＥＢ化・廃熱利用設備導入促進事業【新規】（東京都補助事業） 

     都内事業所のＺＥＢ化又は廃熱有効利用設備導入に係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和８～１０年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 

区分 概要 

設計支援 

＜ＺＥＢ化＞ 

中小規模事業所：補助率２／３（※３／４）、限度額１，０００万円 

その他：補助率１／２、限度額１，０００万円 

＜廃熱＞ 

中小規模事業所：補助率２／３（※３／４）限度額２００万円 
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設備導入支援 

＜ＺＥＢ化＞ 

中小規模事業所：補助率２／３（※３／４）、限度額１億５，０００万

円 

＜廃熱＞ 

中小規模事業所：補助率２／３（※３／４）、限度額１，０００万円 

      ※簡易診断受診者は補助率引き上げ 

   ⑤ 環境に配慮したデータセンターの整備促進事業【新規】（東京都補助事業） 

     省エネ効果の高い冷却方式など、データセンターの高効率化に資する設備等の導入を支援す

る。 

     （事業期間：令和８～９年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 

   ⑥ 中小企業等における排出量取引創出のためのモデル事業（東京都補助事業） 

     （事業期間：令和５～８年度「助成金の交付は令和８年度まで」） 

    ● 令和６年度をもって、モデル事業者の募集を終了した。 

    ● 令和８年度は、中小企業等における脱炭素化の取組を加速させるため、排出量取引事例の

創出に向けた取組等を実施する。 

   ⑦ ＢＩＭを活用した省エネ建築設計・実装支援事業（東京都補助事業） 

     ２０３０年の先を見据え、新築建築物の環境性能向上をさらに促進するため、三次元設計モ

デルを活用した省エネ設計手法の普及に向けたＢＩＭ操作講習会及びＢＩＭ省エネ設計支援

を実施する。 

     （事業期間：令和７～９年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 

区分 概要 

環境報告書のエネルギー分野

段階３取得 
助成率２／３以内、助成限度額４５０万円 

環境報告書のエネルギー分野

段階１・２取得 
助成率１／３以内、助成限度額４５０万円 

   ⑧ 建築物環境報告書制度推進事業（東京都補助事業） 

     建築物環境報告書制度の円滑な推進及び基準改正に対応するため、新築住宅の断熱・省エネ

性能向上及び再エネ設置への助成により、事業者の住宅企画の開発・改良及び技術向上の取組

を支援する。 

     （事業期間：令和４～９年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 

区分 概要 

環境性能向上支援事業 

＜環境性能の高い住宅モデルの開発及び改良等に資する取組＞ 

[特定供給事業者（建築物環境報告書制度）] 

助成率１／２以内、助成限度額３，０００万円 

[任意参加予定者のうち、交付申請年度に特定供給事業者とならない見

込みである中小企業者] 

助成率２／３以内、助成限度額３，０００万円 
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設計・施工技術向上支援事業 

[建物供給事業者] 

＜義務基準又は誘導基準等を満たす住宅の設計・施工並びに太陽光発

電システムの施工に係る技術向上に資する取組＞ 

助成率２／３以内、助成限度額１００万円 

＜東京ゼロエミ住宅を新たに建設するに当たっての設計・施工に係る

技術向上に資する取組＞ 

助成率２／３以内、助成限度額２００万円 

[太陽光発電システム施工事業者] 

＜住宅への太陽光発電システムの施工に係る技術向上に資する取組＞ 

助成率２／３以内、助成限度額１００万円 

特定供給事業者再エネ設備等

設置支援事業 

＜太陽光発電設備＞ 

［３．６ｋＷ以下］１２万円／ｋＷ、助成限度額３６万円 

［３．６ｋＷ超］１０万円／ｋＷ（５０ｋＷ未満） 

［戸別契約かつ単位住戸３．６ｋＷ以下］１２万円／ｋＷ、助成限度額

３６万円（単位住戸当たり） 

＜機能性ＰＶ上乗せ＞ 

機能性の区分に応じて最大１０万円／ｋＷ 

＜集合住宅陸屋根設置の架台＞ 

太陽光発電設備２０万円／ｋＷ 

※ただし、材料費及び工事費に係る経費合計を上限とする。 

＜蓄電システム＞ 

蓄電容量１０万円／ｋＷｈ、助成限度額１２０万円（１戸当たり） 

＜Ｖ２Ｈ＞ 

助成率１／２以内、助成限度額５０万円 

５０ｋＷ未満の太陽光発電設備及び電気自動車等を併用導入（既設含

む）の場合：助成対象経費の額、助成限度額１００万円 

＜エコキュート等＞ 

太陽光発電設備を設置する場合：１４万円／台 

再エネ電力を契約する場合：５万円／台 

   ⑨ 断熱改修の新サービス創出に向けたアクセラレータープログラム【新規】（東京都補助事業） 

     アクセラレーターが中心となり、スタートアップ企業のアイデアを生かしながら、断熱改修

に係る新サービスの創出やサービスの実証に係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和８～１０年度「助成金の交付は令和１０年度まで」） 

区分 概要 

新サービスの創出やサービス

の実証に係る経費 

（人件費、工事費・設備費、備

品費・消耗品費、委託費、賃借

料、使用料、印刷製本費） 

新サービスの組成・試行事業 

助成率１０／１０以内、助成限度額５００万円 

新サービスの実証・事業化事業 

助成率１０／１０以内、助成限度額１，０００万円 

   ⑩ 使用済住宅用太陽光パネルリサイクル促進事業（東京都補助事業） 

     都内の住宅から排出される使用済住宅用太陽光パネルのリサイクルを促進するため、リサイ

クルに係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和５～９年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 
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区分 概要 

使用済住宅用太陽光パネルの

リサイクルに係る経費 
２５，０００円／ｋＷ 

   ⑪ 集合住宅における再エネ電気導入促進事業（東京都補助事業） 

     集合住宅における再生可能エネルギーの利用率を高めることを目的として、集合住宅におい

て再生可能エネルギー電気を高圧一括受電にて提供する事業者として登録した者に対し、受変

電設備及び電力量計の設置費用に係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和６～９年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 

区分 概要 

受変電設備及び電力量計の設

置費用に係る経費 

助成率２／３以内 

※ただし、８５０万円／棟又は８５，０００円／住戸のいずれか低い額

を上限とする。 

太陽光発電システム 

新築：助成限度額１０万円／ｋＷ 

既存住宅：助成限度額１２万円／ｋＷ 

※ただし、太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とす

る。 

架台工事 

助成限度額２０万円／ｋＷ 

※ただし、架台設置経費を上限とする。集合住宅の陸屋根への施工に限

る。 

防水工事 

助成限度額１８万円／ｋＷ 

※ただし、防水工事経費を上限とする。既存住宅の陸屋根への施工に限

る。 

   ⑫ 地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業（東京都補助事業） 

     再生可能エネルギーの普及拡大及び有効利用やレジリエンス向上を図るため、民間事業者が

都内又は都外（都内を管轄する一般送配電供給事業者の供給区域内）に導入する地産地消型再

生可能エネルギー発電等設備、都内に設置される地域活性化につながる再生可能エネルギー設

備及び単独で設置される蓄電池に係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和６～８年度「助成金の交付は令和１０年度まで」） 

区分 概要 

都内設置（太陽光発電等） 

都外設置（太陽光発電等） 

＜中小企業等＞ 

ア 発電設備の助成率２／３以内 

イ 蓄電池設備の助成率３／４以内 

（助成限度額２億円（ア＋イ）） 

＜その他＞ 

ア 発電設備の助成率１／２以内 

イ 蓄電池設備の助成率２／３以内 

（助成限度額２億円（ア＋イ）） 
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都内設置（熱利用設備・地域活

性化につながる再エネ設備※） 

＜中小企業等＞ 

ア 発電設備の助成率３／４以内 

イ 蓄電池設備の助成率３／４以内 

（助成限度額２億円（ア＋イ）） 

＜その他＞ 

ア 発電設備の助成率２／３以内 

イ 蓄電池設備の助成率２／３以内 

（助成限度額２億円（ア＋イ）） 

都内設置（蓄電池単独設置） 

＜中小企業等＞ 

蓄電池設備の助成率３／４以内、助成限度額９００万円 

＜その他＞ 

蓄電池設備の助成率２／３以内、助成限度額８００万円 

※地域活性化につながる再エネ設備：営農型太陽光発電設備又は廃材等利用バイオマス発電設備・蓄電池 

   ⑬ 区市町村公共施設等への再生可能エネルギー導入促進事業（東京都補助事業） 

     都内区市町村における公共施設の再生可能エネルギーの普及拡大とＣＯ２の排出削減を図る

ため、再エネ発電設備や熱利用設備等の導入に係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和６～８年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 

区分 概要 

都内区市町村等 

＜再エネ設備等を設置する取組＞ 

①都内設置／都内消費・蓄電：助成率２／３以内 

②都外設置／都外消費・蓄電：助成率２／３以内 

③都外設置／都内消費・蓄電：助成率１／２以内 

＜再エネ導入を促進する取組＞ 

助成率１／２以内 

   ⑭ 島しょ地域における再エネ導入促進事業（東京都補助事業） 

     島しょ地域への再生可能エネルギーの普及拡大に向け、発電量に応じた支援を実施する。ま

た、固定買取価格制度（ＦＩＴ）対象の電源を導入する事業者を対象に島しょ特有のコスト相

当額を助成する。 

     （事業期間：令和７～１１年度「助成金の交付は令和１６年度まで」） 

区分 概要 

民間事業者 

発電量実績に応じて１２円／ｋＷｈ 

※ＦＩＴ対象となる系統電力再エネ割合が３３％に達するまでＦＩＴ

価格で手当てされない島しょ地域特有のコスト相当額を助成 

   ⑮ 島しょ地域における太陽光発電設備等導入事業（東京都補助事業） 

     島しょ地域に位置する町村公共施設、事業所、住宅等への太陽光発電設備及び蓄電池の設置

を推進するため、当該設備の設置に係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和４～８年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 
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区分 概要 

事業所、住宅等 

①又は②いずれか小さい額 

＜太陽光発電設備＞ 

①助成率３／４以内の額 

②発電出力に１ｋＷ当たり３０万円を乗じて得た額 

＜蓄電池＞ 

①助成率３／４以内の額 

②蓄電容量に１ｋＷｈ当たり３０万円を乗じて得た額 

町村公共施設 
＜太陽光発電設備・蓄電池＞ 

助成率３／４以内の額 

   ⑯ 再エネ電源都外調達事業（都外ＰＰＡ）（東京都補助事業） 

     都外に再生可能エネルギー発電設備を設置し、その再エネ電気等の利活用に取り組む都内需

要家に対して当該設備の導入に必要な経費の一部を助成する。都外からの再エネ電気等の利活

用のノウハウを発信することで、都内需要家の再エネ比率向上の手法を確立し、普及させる。 

     （事業期間：令和６～８年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 

区分 概要 

民間事業者 

＜再エネ電気単独設置＞ 

助成率：再エネ発電設備１／２、環境価値１／３、蓄電池２／３ 

助成限度額：特別高圧５億円、特別高圧以外２億円、蓄電池２億円 

＜再エネ電気蓄電池同時設置＞ 

助成率：再エネ発電設備２／３、環境価値１／２、蓄電池２／３ 

助成限度額：特別高圧７億円、特別高圧以外４億円 

   ⑰ 系統用の大規模蓄電池導入促進事業（東京都補助事業） 

     電力の需給バランス調整を行う事業者に対して、東京電力管内の電力系統に直接接続する大

規模蓄電池の導入に必要な経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和４～１０年度「助成金の交付は令和１８年度まで」） 

区分 概要 

民間事業者 

助成率２／３以内 

※ただし、ＥＶ蓄電池をリユースする場合は助成率３／４以内、助成

限度額２０億円 

   ⑱ 小売電気事業者による再エネ電源先行拡大事業（東京都補助事業） 

     再エネ発電設備を新設し、再エネ電力を都内需要家に供給する小売電気事業者に対して、設

備導入等経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和５～１２年度「助成金の交付は令和１３年度まで」） 

   ⑲ コージェネレーションシステム導入支援事業（東京都補助事業） 

     都内の建築物におけるコージェネレーションシステム（ＣＧＳ）及び熱融通インフラ（電力

線、熱導管など）の導入に必要な経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和７～１０年度「助成金の交付は令和１５年度まで」） 
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区分 概要 

熱電融通を行う大企業又は中

小企業 

＜ＣＧＳ＞助成率１／２以内、助成限度額４億円 

＜熱電融通インフラ＞助成率１／２以内、助成限度額１億円 

熱電融通を行わない大企業 ＜ＣＧＳ（単体補助）＞助成率１／４以内、助成限度額２億円 

   ⑳ 地域熱供給事業における脱炭素対策先導事業（東京都補助事業） 

     熱の脱炭素化に率先的に取り組む熱供給事業者に対し、熱源機器の新設・更新等に必要な経

費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和５～８年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 

区分 概要 

熱源機器の新設・更新等 助成率１／２以内、助成限度額２億円 

   ㉑ 需給最適化に向けたエネルギーマネジメント推進事業（東京都補助事業） 

     東京電力管内の事業所でエネルギーマネジメント又はアグリゲーションビジネス等の需給

最適化に資する取組を行う事業者に対し、設備の導入等に係る経費の一部を助成するとともに、

事業者の取組を促すための普及啓発を実施する。 

     （事業期間：令和７～９年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 

   ㉒ アグリゲーションビジネス実装事業（東京都補助事業） 

     家庭における分散型エネルギーリソースを活用したデマンドレスポンス実証（ＤＲ実証）を

行うアグリゲーターの登録及び当該取組に対するシステム構築等に必要な経費の一部を助成

する。また、家庭の需要家に向けて既存機器を活用したＤＲ実証への参加に対する上乗せポイ

ント等の付与、既存機器へのＩｏＴ機器の追加設置に係る経費の一部助成を実施する。 

     （事業期間：令和６～９年度「助成金の交付は令和１０年度まで」） 

   ㉓ 新エネルギー推進に係る技術開発支援事業（東京都補助事業） 

     ２０３０年のカーボンハーフ及び２０５０年のゼロエミッション東京の実現に寄与するた

め、大企業を代表とするコンソーシアム等が実施する新エネルギーの開発から、当該エネル

ギーの利活用・普及に資する製品・サービスに係る調査研究・技術開発・実証・実装化までの

各段階の取組を支援する。 

     （事業期間：令和４～１０年度「助成金の交付は令和１５年度まで」） 

   ㉔ Ａｉｒソーラー社会実装推進事業（東京都補助事業） 

     Ａｉｒソーラーの早期実用化に向けて先行して実証事業を実施する開発事業者に対して実

証事業に要する経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和６～８年度「助成金の交付は令和８年度まで」） 

区分 概要 

実証事業に要する経費 

（調査・設計費、設備費、工事

費、施設賃借費、管理・運営費、

人件費） 

助成率２／３以内、助成限度額４，０００万円 

   ㉕ Ａｉｒソーラー設置事業者支援事業（東京都補助事業） 

     Ａｉｒソーラーの設置実例の蓄積を図るため、Ａｉｒソーラーを都内に設置する者に対して

設置に要する経費の一部を助成する。また、新たに区市町村の避難所施設への導入を支援する。 

     （事業期間：令和７～８年度「助成金の交付は令和８年度まで」） 
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区分 概要 

Ａｉｒソーラーの設置に要す

る経費 

（調査・設計費、設備費、工事

費） 

＜民間企業への設置支援＞ 

助成率１０／１０以内、助成限度額３億円 

※ただし、９００万円上限／モジュール発電出力ｋＷ 

＜区市町村への設置支援＞ 

助成率３／４以内 

   ㉖ 次世代再生可能エネルギー技術社会実装推進事業（東京都補助事業） 

     次世代再生可能エネルギー技術の早期実用化に向けて、開発事業者が都内の屋外施設等の実

際の設置環境下において行う実証事業に要する経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和６～１０年度「助成金の交付は令和１０年度まで」） 

区分 概要 

実証事業に要する経費 

（調査・設計費、設備費、工事

費、施設賃借費、管理・運営費、

人件費） 

助成率２／３以内、助成限度額１億円 

   ㉗ 企業の脱炭素経営に向けた計画策定支援事業（東京都補助事業） 

     各企業が脱炭素化に向け、ＣＯ２排出量削減の取組を進めていくため、自社におけるＣＯ２排

出量の見える化を支援する。また、ＳＢＴ認定取得に向けたコンサルティング費用等の経費及

び申請費用の一部を助成する。 

     （事業期間：令和７～８年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 

   ㉘ 企業のＳｃｏｐｅ３（物流分野）対策促進事業【新規】（東京都補助事業） 

     企業活動の製造工程等における自社のＣＯ２排出量削減に加え、自社製品の輸送等のサプラ

イチェーン（Ｓｃｏｐｅ３）までを含めた排出量削減を図るため、Ｓｃｏｐｅ３（物流分野）

の脱炭素化に取り組む都内企業を支援する。 

     （事業期間：令和８～１０年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 

   ㉙ 脱炭素燃料活用における事業化促進支援事業（東京都補助事業） 

     バイオ燃料の利用拡大を図り、商用化・実装化の裾野を広げていくことを目的に、バイオ燃

料の新たな分野への活用、国産のバイオ燃料の活用及び国際的なスポーツイベントでの活用等

の取組に係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和５～９年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 

   ㉚ 国産ＳＡＦ利用促進事業（東京都補助事業） 

     国産ＳＡＦの供給及び利用の拡大を図り、羽田空港へ良質なＳＡＦを安定的に供給すること

で空港の国際競争力を強化するため、国産ＳＡＦを製造し羽田空港にて航空会社へ供給する都

内企業に対して、海外産ＳＡＦに対し競争力のある価格で国産ＳＡＦを供給できるよう支援す

る。 

     （事業期間：令和７～１０年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 
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   ㉛ カーボンクレジット活用促進事業（東京都補助事業） 

     自社のＣＯ２削減の取組に加えて、カーボンクレジットを活用したＣＯ２排出量のオフセット

の取組を促進するため、カーボンクレジットの普及と取引活性化に向けて、カーボンクレジッ

トを活用したプロモーション等の取組に必要な経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和７～８年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 

区分 概要 

中小企業 助成率２／３以内、助成限度額３００万円 

中小企業以外 助成率１／２以内、助成限度額１００万円 

   ㉜ カーボンクレジット創出支援事業【新規】（東京都補助事業） 

     クレジット創出と取引の活性化を促進するため、クレジット創出に取り組む企業等を支援す

る。 

     （事業期間：令和８～１２年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 

区分 概要 

プロジェクト登録 助成率２／３以内、助成限度額３００万円 

クレジット認証 助成率２／３以内、助成限度額３００万円 

   ㉝ グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける脱炭素化支援事業 

（東京都補助事業） 

     製品単位での温室効果ガス排出量を可視化するカーボンフットプリント算定を活用し、従来

品よりもＣＯ２排出量が少ないグリーン製品の開発・生産を支援する。 

     （事業期間：令和７～８年度「助成金の交付は令和８年度まで」） 

区分 概要 

グリーン製品の開発・生産等

に対する助成 

助成率２／３以内（中小企業等）・１／２以内（中堅企業）、助成限度

額５，０００万円 

   ㉞ ゼロエミッション地区創出プロジェクト（東京都補助事業） 

     都独自の「ゼロエミッション地区」の創出に向け、都が認定した「面」的な先駆的脱炭素化

対策に取り組む区市町村に対し、実装に向けた支援を実施する。 

     （事業期間：令和７～１２年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 

区分 概要 

再エネ設備導入、基盤インフ

ラ整備導入、省ＣＯ２等設備等 
助成率２／３以内、助成限度額１０億円 

   ㉟ 再エネ由来電力普及促進モデル事業 

     都内における再生可能エネルギー由来による電力利用割合の向上を図ることを目的に、小売

電気事業者として太陽光発電とバイオマス発電を由来とした電力を組み合わせ、公社施設及び

都内公共施設に供給するモデル事業を実施する。 

   ㊱ 省エネ型ノンフロン機器普及促進事業（東京都補助事業） 

     都内の温室効果ガス排出量の約１割を占めるフロンの排出量を削減し、脱炭素化をさらに推

し進めるため、冷媒にフロンを使用しない省エネ型ノンフロン機器の導入に要する費用の一部

を助成する。また、ノンフロン機器の導入事例の紹介等により普及啓発を実施する。 

     （事業期間：令和４～８年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 
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   ㊲ フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業（東京都補助事業） 

     業務用空調機器及び輸送用冷凍冷蔵庫からのフロン漏えいを早期に検知・診断することので

きる遠隔監視技術を導入する事業者に対し、導入等に係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和７～９年度「助成金の交付は令和１０年度まで」） 

   ㊳ フロン使用時漏えいゼロプラン【新規】（東京都補助事業） 

     業務用空調機器及び業務用冷凍冷蔵機器を管理する事業者に対し簡易点検の確実な実施を

促すため、セミナー開催等によりフロン漏えいの早期検知や迅速な修理の必要性について普及

啓発を実施する。 

   ㊴ 家庭用エアコンからのフロン排出抑制総合対策【新規】（東京都補助事業） 

     都内フロン排出量の約３割を占める家庭用エアコンから排出されるフロンの削減に向け、機

器廃棄時等の取り外しの際に適切にフロン回収がなされるよう講習会の開催や広報などの普

及啓発活動を実施する。 

 

  （３）ゼロエミッションモビリティ推進事業 

   ① ＺＥＶ導入促進事業（東京都補助事業） 

     ＺＥＶ（ゼロエミッションビークル）の普及促進を図り、自動車から排出されるＣＯ２を削減

するため、電気自動車（ＥＶ）・プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＥＶ）・燃料電池自動

車（ＦＣＶ）等を導入する者に対して、その経費の一部を助成する。 

区分 概要 

電気自動車（ＥＶ） 

基本助成額最大６０万円（個人・給電機能を有する車両の場合） 

※メーカー毎にＧＸ実現に向けた取組、ラインナップやＺＥＶ及び非ガ

ソリン車の一定の販売実績の評価を行い、結果によって変動 

※以下要件のどちらか満たした場合、上記金額に加算 

・再エネ電力契約時最大１５万円、太陽光発電設備導入時最大３０万円 

※ＥＶ・ＰＨＥＶ・ＦＣＶにＶ２Ｈ・Ｖ２Ｂを併せて導入した場合、１

基につき１０万円を上乗せ。若しくは、ＥＶ・ＰＨＥＶ導入と合わせて

公共用充電器を設置した事業者に普通充電器１基につき５万円、急速・

超急速充電器１基につき１０万円を上乗せ 

※ＺＥＶ及び非ガソリン車の一定の販売実績のあるメーカーの車両に

対して、上記金額に最大１０万円を加算 

（事業期間：平成２８～令和１２年度「助成金の交付は令和１２年度ま

で」） 
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プラグインハイブリッド自動

車（ＰＨＥＶ） 

基本助成額最大６０万円（個人・給電機能を有する車両の場合） 

※メーカー毎にＧＸ実現に向けた取組、ラインナップやＺＥＶ及び非ガ

ソリン車の一定の販売実績の評価を行い、結果によって変動 

※以下要件のどちらか満たした場合、上記金額に加算 

・再エネ電力契約時最大１５万円、太陽光発電設備導入時最大３０万円 

※ＥＶ・ＰＨＥＶ・ＦＣＶにＶ２Ｈ・Ｖ２Ｂを併せて導入した場合、１

基につき１０万円を上乗せ 

若しくは、ＥＶ・ＰＨＥＶ導入と合わせて公共用充電器を設置した事業

者に普通充電器１基につき５万円、急速・超急速充電器１基につき１０

万円を上乗せ 

※ＺＥＶ及び非ガソリン車の一定の販売実績のあるメーカーの車両に

対して、上記金額に最大１０万円を加算 

（事業期間：平成２８～令和１２年度「助成金の交付は令和１２年度ま

で」） 

燃料電池自動車（ＦＣＶ） 

基本助成額 最大１９０万円（個人・給電機能を有する車両の場合） 

※メーカー毎にＧＸ実現に向けた取組、ラインナップやＺＥＶ及び非ガ

ソリン車の一定の販売実績の評価を行い、結果によって変動 

※再エネ電力契約時、又は、太陽光発電設備導入時、上記金額に最大２

５万円を加算 

※ＥＶ・ＰＨＥＶ・ＦＣＶにＶ２Ｈ・Ｖ２Ｂを併せて導入した場合、１

基につき１０万円を上乗せ 

※ＺＥＶ及び非ガソリン車の一定の販売実績のあるメーカーの車両に

対して、上記金額に最大１０万円を加算 

（事業期間：平成２７～令和１２年度「助成金の交付は令和１２年度ま

で」） 

ＥＶバイク 

原付一種４８万円、原付二種４８万円、原付三輪４８万円 

（事業期間：平成３０～令和１２年度「助成金の交付は令和１２年度ま

で」） 

外部給電器（ＥＶ） 

助成率１／２以内、助成限度額４０万円 

（事業期間：平成２８～令和１２年度「助成金の交付は令和１２年度ま

で」） 

外部給電器（ＦＣＶ） 

助成率１／２以内、助成限度額４０万円 

（事業期間：平成２８～令和１２年度「助成金の交付は令和１２年度ま

で」） 

ＥＶバス 

ＰＨＥＶバス 

ＥＶトラック 

ＰＨＥＶトラック 

①環境省「環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業」及び「商用車

の電動化促進事業」に定める基準額に３／２乗じた額に給電機能の装備

に要する費用を加えた額 

助成限度額４，４００万円 

※助成対象経費に国からの補助金を充当する場合は当該補助金の額を

控除した額 

※ＥＶ・ＰＨＥＶにＶ２Ｂを併せて導入した事業者に、Ｖ２Ｂ１基につ

き１０万円を上乗せ。若しくは、ＥＶ・ＰＨＥＶ導入と合わせて公共用

充電器を設置した事業者に普通充電器１基につき５万円、急速・超急速

充電器１基につき１０万円／台を上乗せ 

※グリーン経営認証、ＩＳＯ１４００１認証取得又は東京都貨物輸送評

価（三ツ星若しくは５年連続評価）の貨物運送事業者、バス事業者は５

０万円／台を上乗せ 

②改造ＥＶ車両の耐用年数（１０年）相当のディーゼル車価格と改造費
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の差額 

（事業期間：令和５～１７年度「助成金の交付は令和１８年度まで」） 

島しょＺＥＶ中古車 
車両本体購入価格：助成限度額３０万円 

（事業期間：令和３～１２年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 

シェアリング・レンタル 

＜ＥＶ・ＰＨＥＶ＞基本補助額 最大９０万円 

＜ＦＣＶ＞基本補助額 最大２０５万円 

※メーカー毎にＧＸ実現に向けた取組、ラインナップやＺＥＶ及び非ガ

ソリン車の一定の販売実績の評価を行い、結果によって変動 

※ＥＶ・ＰＨＥＶ・ＦＣＶにＶ２Ｈ・Ｖ２Ｂを併せて導入した事業者に

１基につき１０万円／台を上乗せ 

若しくは、ＥＶ・ＰＨＥＶ導入と合わせて公共用充電器を設置した事業

者に普通充電器１基につき５万円／台、急速・超急速充電器１基につき

１０万円／台を上乗せ 

ＥＶバイク：ガソリン車との差額（国補助控除）＋５万円（上限５３万

円） 

（事業期間：令和３～１２年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 

燃料電池バス 

燃料電池タクシー 

＜燃料電池バス＞ 

車両導入費用から国補助額及びディーゼルバス相当額を差し引いた額 

助成限度額３，０００万円 

【導入台数に応じた上乗せ補助】 

①５年以内に５台以上導入する計画書を提出した場合：助成限度額２，

０００万円 

②都内の自らの営業所等に水素ステーションの整備又は誘致を図り、商

用の目的で運用する場合：助成限度額２，０００万円 

＜燃料電池タクシー＞ 

車両導入費用（架装費含む）から国補助額及びＬＰガス車相当額を差し

引いた額 

助成限度額３７０万円 

【導入台数等に応じた上乗せ補助】 

①５年以内に５台以上導入する計画書を提出した場合（中小事業者は３

台以上）：助成限度額２４０万円 

②都内の自らの営業所等に水素ステーションの整備又は誘致を図り、商

用の目的で運用する場合：助成限度額２４０万円 

【燃料費差に対する支援】 

水素燃料費の実費からＬＰガス相当分を差し引いた額 

助成限度額１３０万円／台 

（事業期間：令和３～１２年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 
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燃料電池トラック 

車両本体価格（中小企業の場合は車両リース価格）から国補助額及び同

等のディーゼルトラックの車両本体価格（中小企業の場合は車両リース

価格）を差し引いた額 

＜小型トラック＞１，３００万円（中小企業２，６００万円） 

＜大型トラック＞５，６００万円（中小企業９，６００万円） 

【導入台数等に応じた上乗せ補助】 

車両リース価格から国補助額・基本補助額を除いた額 

①５年度以内にＦＣ車両等を５台以上純増する計画書を提出した場合

（小型トラックだけの場合は１０台以上、中小企業は３台以上） 

②都内の自らの営業所等に水素ステーションの整備又は誘致を図り、商

用の目的で運用する場合 

＜ＦＣ小型トラック＞２，１００万円（基本補助と合わせて３，４００

万円） 

＜ＦＣ大型トラック＞５，９００万円（基本補助と合わせて１億１，５

００万円）） 

【水素エンジン小型トラックへの改造に対する支援】 

改造費用から国補助額を除いた額に２／３をかけた額 

助成限度額１，１００万円 

導入費支援と同様の条件を満たす場合：上乗せ補助１，１００万円 

【燃料費差に対する支援】 

水素燃料費の実費から軽油相当分と国補助等を差し引いた額 

助成限度額：ＦＣ小型トラック９００万円／台、水素エンジン小型ト

ラック１，２００万円／台、ＦＣ大型トラック：２，８８０万円／台 

（事業期間：令和６～１２年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 

ＺＥＶごみ収集車 

ＦＣごみ収集車を集中的に導入する区市町村への支援 

①５台以上導入する場合：車両リース価格の３／４ 

②１０台以上導入かつ水素ステーションを整備・誘致する場合：車両

リース価格の１０／１０ 

（事業期間：令和６～１２年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 

燃料電池フォークリフト 

助成対象経費から国補助等の額及び基準額を差し引いた額 

助成限度額６７０万円 

【水素ステーション整備による上乗せ】 

都内の自らの営業所等に水素ステーションの整備・誘致を図り、商用目

的で運用する場合には３５０万円を上乗せ 

（事業期間：令和５～１２年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 

ＥＶバイク充電環境促進事業 

＜ＥＶバイクのバッテリーの専用充電器＞ 

本体の購入費：助成限度額５万円 

＜ＥＶバイクのバッテリーシェアリングサービス＞ 

サービス基本料：助成限度額５万円 

※バッテリーシェアリングサービスの補助期間は３年間 

（事業期間：令和７～１２年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 

   ② 次世代タクシーの導入促進事業（東京都補助事業） 

     ＣＯ２の削減に寄与するタクシー車両（ＥＶ・ＰＨＥＶ）に加え、環境性能が高く、誰もが利

用しやすいユニバーサルデザイン（ＵＤ）タクシー車両の導入促進を図るため、これらを購入

する一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し、当該車両の購入に要する経費の一部を助成する。 

     （事業期間：平成２８～令和８年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 

  



26 

区分 概要 

ＥＶ・ＰＨＥＶタクシー車両 

＜ＥＶタクシー＞ 

都補助単独：車両本体価格の１／４以内、助成限度額１００万円 

中小規模事業者※の場合：車両本体価格の１／２以内、助成限度額１６

０万円 

国補助併用：車両本体価格の１／４以内、助成限度額６０万円 

＜ＰＨＥＶタクシー＞ 

都補助単独：車両本体価格の１／５以内、助成限度額１００万円 

中小規模事業者※の場合：車両本体価格の２／５以内、助成限度額１６

０万円 

国補助併用：車両本体価格の１／５以内、助成限度額６０万円 

ＵＤタクシー車両 

（レベル１，２） 

都補助単独：６０万円、中小規模事業者※の場合：１００万円 

国補助併用：国補助と併せて１００万円 

ＵＤタクシー車両 

（レベル準１） 

都補助単独：４０万円、中小規模事業者※の場合：６７万円 

国補助併用：国補助と併せて６７万円 

       ※中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に規定する中小企業者であって使用台

数２００台未満の事業者及び個人事業主 

   ③ 低公害・低燃費車の普及促進事業（東京都補助事業） 

     都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の低公害・低燃費車の普及促進を図るため、

低公害・低燃費車を導入する者に対し、当該車両の購入に要する経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和４～８年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 

区分 概要 

ハイブリッドバス 

通常車両との車両本体価格の価格差から国補助額を除いた額の１／２

以内、助成限度額２５０万円 

中小規模事業者※１については、通常車両との車両本体価格の価格差か

ら国補助額を除いた額（助成限度額２５０万円） 

ハイブリッドトラック 

通常車両との車両本体価格の価格差から国補助額及びその他補助額を

除いた額の１／２以内 

［最大積載量４トン未満］助成限度額１６４，０００円 

［最大積載量４トン以上］助成限度額５７１，０００円 

中小規模事業者※１については、通常車両との車両本体価格の価格差か

ら国補助額及びその他補助額を除いた額 

［最大積載量４トン未満］助成限度額４１７，０００円 

［最大積載量４トン以上］助成限度額１，４５２，０００円 

ハイブリッド塵芥車 補助対象経費※２の１／２以内、助成限度額１９５，０００円 

       ※１中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に規定する中小企業者であって使用

台数２００台未満の事業者 

       ※２二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金交付規定に基づき公益財団法人日本自動車輸送技術協会が交

付する補助金の算定額 

   ④ 充電設備普及促進事業（東京都補助事業） 

     電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の普及拡大に向けて、その利用環境を整えるこ

とを目的に、充電設備の設置者に対し、その経費の一部を助成する。 
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区分 概要 

充電設備（事業用） 

＜設備購入費＞ 

・超急速充電設備、急速充電設備：本体価格と国補助額の差額（助成限

度額は国補助上限額と同額。蓄電池付き超急速充電設備は、1 基あたり

の蓄電池に１ｋＷｈ当たり３７，０００円上乗せ。上乗せ後の上限は２，

０００万円） 

・普通充電設備、Ｖ２Ｈ、充電コンセントスタンド、充電コンセント： 

本体価格の１／２以内（機種ごとに上限有り） 

＜設置工事費＞ 

・超急速充電設備：上限８万円／ｋＷ（公道：９００万円上乗せ、大規

模事業所：１５０万円上乗せ） 

・急速充電設備：上限６２，０００円／ｋＷ（公道：９００万円上乗せ、

大規模事業所：１５０万円上乗せ） 

・普通充電設備、Ｖ２Ｈ、充電コンセントスタンド：助成限度額１３５

万円／基（２基目以降は６８万円／基、機械式駐車場の場合１基目１７

１万円／基・２基目以降は８６万円／基） 

・充電コンセント：助成限度額９５万円／基（２基目以降は４８万円／

基、機械式駐車場の場合１基目１７１万円／基・２基目以降は８６万円

／基） 

・受変電設備：上限４３５万円 

・遠隔制御用エネマネ設備：上限３０万円 

・通信機能付き充電設備：当該設備の設置工事費の補助金額が補助上限

額を上回った場合に、充電設備の種別により上限額を上乗せ 

・先行配管工事費：機械式駐車場の場合は助成限度額３０万円／区画、

機械式以外の場合は７万円／区画 

・機械式駐車場のパレット更新経費：上限１４０万円／パレット 

・既設充電設備の撤去費：超急速充電設備は上限１００万円／基、急速

充電設備は上限７５万円／基、普通充電設備は上限２５万円／基 

・施設計画検討（業務用ＺＥＶ大規模一括導入促進事業の支援の活用

者）：事業者の区分及び再エネ利用等の要件に応じ上限額を設定 

（事業期間：平成３０～令和１２年度「助成金の交付は令和１２年度ま

で」） 

  



28 

充電設備（居住者用） 

＜設備入費＞ 

・超急速充電設備、急速充電設備：本体価格と国補助額の差額（助成

限度額は国補助上限額と同額。蓄電池付き超急速充電設備は、助成額

に３３５万円上乗せ） 

・普通充電設備、Ｖ２Ｈ、充電コンセントスタンド、充電コンセン

ト：本体価格の１／２以内（機種ごとに上限有り） 

＜設置工事費＞ 

・超急速充電設備：上限１，６００万円 

・急速充電設備：上限６万円／ｋＷ又は上限３０９万円／基のいずれ

か低い方 

・普通充電設備、Ｖ２Ｈ、充電コンセントスタンド：助成限度額１３

５万円／基（２基目以降は６８万円／基、機械式駐車場の場合１基目

１７１万円／基・２基目以降は８６万円／基） 

・充電コンセント：助成限度額９５万円／基（２基目以降は４８万円

／基、機械式駐車場の場合１基目１７１万円／基・２基目以降は８６

万円／基） 

・受変電設備：上限４３５万円 

・遠隔制御用エネマネ設備：上限３０万円 

・通信機能付き充電設備：当該設備の設置工事費の補助金額が補助上

限額を上回った場合に、充電設備の種別により上限額を上乗せ 

・先行工事費：機械式駐車場の場合は助成限度額３０万円／区画、機

械式以外の場合は７万円／区画 

・機械式駐車場のパレット更新経費：上限１４０万円／パレット 

（事業期間：令和４～９年度「助成金の交付は令和１０年度まで」） 

太陽光発電システム（Ｖ２Ｈ

と同時に設置する場合に限

る。） 

助成限度額１，５００万円 

※ただし、太陽光発電システムに係る経費は太陽電池出力１ｋＷ当たり

助成限度額３０万円。蓄電池に係る経費は蓄電池１ｋＷｈ当たり助成限

度額２０万円。既存住宅の陸屋根に防水工事実施の場合、１ｋＷ 当たり

１８万円を上乗せ 

（事業期間：令和４～９年度「助成金の交付は令和１０年度まで」） 

運営費 

維持管理費：助成限度額４０万円／年（上限３年間） 

電気料金（再エネ電力割合により、上限額が変動）：超急速充電設備 助

成限度額３３４万円／年（上限８年間） 

急速充電設備 助成限度額６６万円／年 （上限８年間） 

土地使用に要する経費（事業用の充電設備のみ）：助成限度額６２万円

／年（上限８年間） 

（事業期間：事業用は平成３０～令和２０年度「助成金の交付は令和２

０年度まで」、区市町村向けは令和５～１７年度「助成金の交付は令和

１８年度まで」） 

戸建住宅用充電設備 

通信機能付充電設備：助成限度額３０万円／基（設備購入費のみ） 

通信機能付充電設備以外：２５，０００円／基 

（事業期間：令和４～９年度「助成金の交付は令和１０年度まで」） 
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Ｖ２Ｂ 

＜設備購入費＞ 

１基目助成限度額：１／２（上限１２５万円） 

２基目助成限度額：３／４（上限１，８７５，０００円） 

３基目以上助成限度額：１０／１０（上限２５０万円／基） 

＜設備工事費＞ 

設置数１基助成限度額：１／２（６２５，０００円） 

設置数２基助成限度額：３／４（上限９３７，０００円） 

設置数３基以上助成限度額：１０／１０（上限１２５万円／基） 

（事業期間：平成３０～令和１２年度「助成金の交付は令和１２年度

まで」） 

小型ＥＶトラック用充電設備

導入促進事業 

＜運営費＞ 

維持管理費：助成限度額１３万円 

電力基本料金：助成限度額３７万円（超急速充電設備） 

助成限度額２０万円（急速充電設備） 

（事業期間：令和４～９年度「助成金の交付は令和１０年度まで」） 

マンション充電設備普及促進

事業 

電気料金：助成限度額１８万円／年、高圧受電契約の場合：３３４万

円／年 

（事業期間：令和５～１０年度「助成金の交付は令和１１年度ま

で」） 

   ⑤ 訪問介護事業所におけるＥＶ車・ＥＶバイク導入支援事業（東京都補助事業） 

     都内の訪問系サービス事業所に対し、ランニングコストの削減及びＺＥＶ普及促進のため、

訪問介護の移動に使われる電気自動車やＥＶバイク等の購入費の補助を実施する。 

     （事業期間：令和７～８年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 

 

  （４）水素エネルギー普及拡大事業 

   ① 水素エネルギー普及啓発事業（水素情報館東京スイソミルの運営） 

     脱炭素社会の実現に向け、東京スイソミルにおけるグリーン水素の製造装置や水素関連技術

を持つ企業と連携した企画展示を通じて、都民・事業者に対し、あらゆる分野で利用が広まっ

ている水素エネルギーの意義や社会実装の現在地点を発信し、更なる理解の涵養を図る。 

     年間計画 館内イベントの開催   ６回 

          館外イベントへの出展等 ３回 

   ② 中小企業等の水素ステーション導入支援事業（委託元 東京都） 

     水素ステーションの導入を検討する中小事業者等に対し、講習会等を通じて、運営に必要な

知識や技術等を提供する。 

      年間計画 中小事業者向け講習会 ２回 

   ③ デマンドレスポンス活用を見据えた家庭用燃料電池普及促進事業（東京都補助事業） 

     家庭におけるエネルギー消費量の削減と非常時の自立性の向上を推進するため、家庭用燃料

電池（エネファーム）を設置した住宅に対しその経費の一部を助成する。 

     また、デマンドレスポンス活用による供給力・調整力として電力系統へ貢献する役割を実装

するため、アグリゲーションビジネス実装事業の登録アグリゲーターによる遠隔制御型デマン

ドレスポンス実証への参加を行う場合に限り上乗せの助成を行う。 

     （事業期間：令和６～１１年度「助成金の交付は令和１３年度まで」） 



30 

区分 概要 

家庭用燃料電池（エネファー

ム） 

戸建住宅７万円、集合住宅１２万円 

デマンドレスポンス実証への参加の場合上乗せ８万円 

家庭用燃料電池（エネファー

ム）へのＩｏＴ機器設置 
５万円 

   ④ 水素ステーション設備等導入促進事業（東京都補助事業） 

     水素エネルギーの利用拡大を図ることを目的として、水素ステーションを設置する者に対し

て整備等に係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：平成２６～令和９年度「助成金の交付は令和１０年度まで」） 

区分 概要 

国併給整備費 

（大規模水素供給設備） 
国補助含めた助成対象経費の合計金額の上限額１０億円 

国併給整備費 

（中規模水素供給設備①） 

国補助を含めた助成対象経費の合計上限額５億円 

大規模事業者：助成率４／５以内 

中小事業者：助成率５／５ 

国併給整備費 

（中規模水素供給設備②） 

国補助を含めた助成対象経費の合計上限額３億６，０００万円 

大規模事業者：助成率４／５以内 

中小事業者：助成率５／５ 

国併給整備費 

（小規模水素供給設備） 

国補助を含めた助成対象経費の合計上限額２億円 

大規模事業者：助成率４／５以内 

中小事業者：助成率５／５ 

国併給整備費 

（オンサイト水素製造装置の

設置） 

国補助を含めた助成対象経費の合計上限額１億２，０００万円 

大規模事業者：助成率４／５以内 

中小事業者：助成率５／５ 

国併給整備費 

（複数系統化・能力増強工

事） 

国補助を含めた助成対象経費の合計上限額：能力によって異なる 

大規模事業者：助成率４／５以内 

中小事業者：助成率５／５ 

国併給整備費 

（遠隔監視装置の設置） 

国補助を含めた助成対象経費の合計上限額１，５００万円 

大規模事業者：助成率４／５以内 

中小事業者：助成率５／５ 

東京都単独整備費 

（燃料電池商用車受入れのた

めの増設・改修費） 

助成限度額４億円 

東京都単独整備費 

（障壁設置） 
助成限度額３，０００万円 

東京都単独整備費 

（既存設備等撤去移設費） 
助成限度額３，０００万円 

東京都単独整備費 

（土地造成費） 
助成限度額２億円 
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東京都単独整備費 

（水素供給設備の造設又は改

修に伴う損失経費） 

助成限度額増設・改修前売上相当分 

東京都単独整備費 

（重点地域における建築工事

費） 

助成限度額１億円（次世代キャノピーを含む場合は２億円） 

東京都単独整備費 

（ＦＣＶ以外用のステーショ

ン整備費） 

助成限度額３億円 

東京都単独整備費 

（水素パイプライン整備費） 
助成限度額１０億円 

東京都単独整備費 

（ＦＳ・基本設計費） 
助成限度額１，０００万円（中小事業者のみ） 

東京都単独整備費 

（太陽光発電設備設置費） 
助成限度額２億円 

東京都単独整備費 

（水電解装置設置費） 
助成限度額１基あたり１０億円 

東京都単独整備費 

（水素ＥＭＳ設置費） 
助成限度額３億円 

運営費 

（土地賃借料） 

大規模事業者：助成率４／５以内（既設分は１／４以内） 

中小事業者：助成率５／５（既設分は１／４以内） 

運営費 

（設備運営費） 

大規模事業者：５００万円（燃料電池バス対応２系統：２，０００万円） 

中小事業者：１，０００万円（商用車対応１系統：２，０００万円、２

系統：４，０００万円） 

※営業時間拡大に伴う上限引き上げあり 

運営費 

（機器予備品購入費） 
助成限度額５００万円（中小事業者のみ） 

運営費 

（計画外設備修繕費） 
助成限度額１，０００万円（中小事業者のみ） 

運営費 

（グリーン電力購入費） 
グリーン電力と通常電力の価格差（中小事業者のみ） 

運営費 

（都内ＦＣバスに対し、水素

と軽油の価格差を補助） 

水素と軽油の価格差 

   ⑤ 水素ステーションとカーシェア等のパッケージ支援事業（東京都補助事業） 

     水素ステーションの整備拡大に加えて新たな事業モデル構築を図るため、水素ステーション

事業とカーシェア等を併せて実施する事業者に対して費用の一部を助成する。 

     （事業期間：令和６～８年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 
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   ⑥ グリーン水素の社会実装化に向けた設備等導入促進事業（東京都補助事業） 

     脱炭素社会を支えるエネルギーの柱として期待されるグリーン水素の社会実装化を後押し

するため、グリーン水素の製造、運搬・貯蔵、利用に用いる各設備の導入に係る経費の一部を

助成する。また、令和８年度からは業務・産業用燃料電池を助成対象に追加する。 

     （事業期間：令和７～１１年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 

区分 概要 

グリーン水素製造設備 助成率２／３以内、助成限度額３億円 

純水素型燃料電池 

その他の水素利用設備等（専

焼／混焼両方補助対象） 

助成率２／３以内、助成限度額３億円 

（混焼機器：助成率１／２以内、助成限度額２億２，５００万円） 

グリーン水素貯蔵設備 助成率２／３以内、助成限度額３億円 

グリーン水素運搬設備 助成率２／３以内、助成限度額３億円 
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 ２ 資源の循環利用及び廃棄物の適正処理の支援等に関する事業 

 

  （１）サーキュラーエコノミー推進事業 

   ① サーキュラーエコノミーの推進に係る情報発信・相談マッチング事業（委託元 東京都） 

     サーキュラーエコノミーの実現に向けて、都民・事業者等から資源の循環利用に関する相談

をワンストップで受け付けるとともに、先進的な資源の循環利用の取組など、都民・事業者等

が主体的に取り組むための具体的な方策等の情報発信やシンポジウムを実施する。 

     また、事業者や自治体等の多様な主体との連携や支援を目的とした「サーキュラーエコノ

ミーサロン」を開催する。 

     年間計画 個別相談・マッチング ８０件 

   ② サーキュラー・エコノミーの実現に向けた社会実装化事業（東京都補助事業） 

     都内自治体や事業者等の多様な主体と連携し、地域密着型サーキュラービジネスの創出に向

けた助成を実施する。 

     （事業期間：令和８年度「助成金の交付は令和８年度まで」） 

区分 概要 

モデル事業等 助成率１／２、助成限度額２００万円 

   ③ 小売ロス削減総合対策（東京都補助事業） 

     （事業期間：令和６～７年度「助成金の交付は令和８年度まで」） 

     ● 令和７年度をもって、助成金の申請受付を終了した。 

     ● 令和８年度は、交付決定者に助成金の交付を行う。 

   ④ プラ製容器包装等・再資源化支援事業（東京都補助事業） 

     都内の家庭から排出される廃プラスチックの焼却量を削減し、プラスチックの持続可能な利

用の促進を図るため、区市町村が実施する全てのプラスチック製容器包装の分別収集及びプラ

スチック使用製品の分別収集について、その経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和２～８年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 

区分 概要 

スタートアップ支援（準備事

業） 
助成率１／２、助成限度額５００万円 

スタートアップ支援（分別収

集の実施事業） 

事業開始月から数えて１年間：助成率１／２ 

事業開始月から数えて２年目から３年目未満までの間：助成率１／３ 

事業開始月から数えて３年目から４年目未満までの間：助成率１／４ 

レベルアップ支援 助成率１／２、助成限度額１，０００万円 

   ⑤ ３Ｒアドバイザーによる事業系廃棄物の３Ｒ推進（委託元 東京都） 

     都内大規模オフィスビル等から排出される廃プラスチックの焼却量を削減し、廃プラスチッ

クをはじめとする事業系廃棄物の３Ｒの促進を図ることを目的に、区市町村と連携し、廃棄物

に関する知見を有する３Ｒアドバイザーによる的確な助言を実施する。 

     また、オンライン相談の実施や「ＴＯＫＹＯ ３Ｒ診断ナビ」の運用など、ＩＣＴを活用した

アドバイスにより事業者の行動変容を支援していく。 

     年間計画 ３Ｒアドバイザー業務（事業所訪問）   １００件 

          ３Ｒアドバイザー業務（オンライン相談） １００件 
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   ⑥ 資源循環・廃棄物処理のＤＸ推進事業（東京都補助事業） 

     （事業期間：令和６～７年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 

     ● 令和７年度をもって、助成金の申請受付を終了した。 

     ● 令和８年度は、交付決定者に助成金の交付を行う。 

   ⑦ サーキュラー・エコノミーへの移行推進（東京都補助事業） 

     サーキュラーエコノミーへの早期移行を目的として、革新的な技術・サービスの普及・定着

に取り組む事業者への支援を実施する。 

     （事業期間：令和６～８年度「助成金の交付は令和１１年度まで」） 

区分 概要 

２Ｒビジネス又は水平リサイ

クルに関する事業 

事業開始月から数えて１年間：助成率１／２、助成限度額４，５００万

円 

事業開始月から数えて２年目から３年目未満までの間：助成率の１／

３、助成限度額３，０００万円 

事業開始月から数えて３年目から４年未満までの間：助成率の１／４、

助成限度額２，２５０万円 

   ⑧ 外食ロス削減推進事業（委託元 東京都） 

     外食産業での食品ロス削減の取組を強化するため、飲食店と協働したキャンペーンを実施す

る。また、外食ロス削減総合対策テキスト等を活用し、業界団体や自治体等と連携した講習会

を開催する。 

     年間計画 外食産業向け食品ロス削減対策講習会の実施 ２０回 

   ⑨ 高度再資源化設備導入促進事業（東京都補助事業） 

     「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」に基づき、資源循環産業

の発展を目指すことを目的とし、高度リサイクルへの転換を図る処理業者に対して、廃プラス

チック類等の設備導入に係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和７～１２年度「助成金の交付は令和１３年度まで」） 

区分 概要 

プラスチックリサイクル設備 都補助単独：自己負担分の１／２、助成限度額１億円／件 

国補助併用：自己負担分の１／２、助成限度額５，０００万円／件 

太陽光パネルリサイクル設備 都補助単独：自己負担分の１／２、助成限度額８，０００万円／件 

国補助併用：自己負担分の１／２、助成限度額４，０００万円／件 

破砕・選別設備（金属） 都補助単独：自己負担分の１／２、助成限度額１億５，０００万円／件 

国補助併用：自己負担分の１／２、助成限度額７，５００万円／件 

   ⑩ 使用済太陽光発電設備積替え保管施設整備促進事業（東京都補助事業） 

     太陽光パネルの収集運搬業者について、まとまった数量を一括運搬し、環境負荷の低減に寄

与することを目的として、積替保管場所の整備に係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和７～１２年度「助成金の交付は令和１３年度まで」） 

区分 概要 

太陽光パネル（積替保管） 助成率１／２、助成限度額２００万円／件 
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  （２）資源循環等に係る海外諸都市への技術支援等（委託元 東京都） 

    資源循環に係る諸問題を解決することを通して地球環境保全に貢献するため、海外諸都市と連

携し、都内施設見学の受入、都市間交流等を実施する。 

 

  （３）ＴＯＫＹＯ海ごみゼロアクションに係る普及啓発（委託元 東京都） 

    東京の海に新たなプラスチックごみを流出させないよう、東京の海ごみ問題を「見える化」し

て、都民に広く啓発するとともに、区市町村、ＮＰＯ等と連携し、海ごみや河川ごみの清掃活動

への参加に繋げる「ＴＯＫＹＯ海ごみゼロアクション」を実施する。 

    年間計画 清掃体験プログラムイベントの実施等 ４回 

 

  （４）交通結節点・公共施設へのリサイクルステーションの整備事業【新規】（東京都補助事業） 

    観光客等によるポイ捨てを防ぎ、清潔で魅力ある都市環境を維持するため、主要駅等の交通結

節点や公共施設におけるリサイクルステーションの導入・運用に係る助成を実施する。 

    （事業期間：令和８～１０年度「助成金の交付は令和１３年度まで」） 

区分 概要 

導入費 ＜高機能型＞ 

助成率４／５、助成限度額８００万円 

＜リサイクル型＞ 

助成率１／２、助成限度額５００万円 

運用費 ＜高機能型・リサイクル型＞ 

１年目：助成率２／３、助成限度額１５０万円 

２年目：助成率１／２、助成限度額１１５万円 

３年目：助成率１／３、助成限度額７５万円 

 

  （５）地域と連携した街の清掃美化推進事業【新規】（東京都補助事業） 

    地域関係者と連携した清掃活動やポイ捨て対策に係る予防・監視の取組、リサイクルステー

ションの導入・運用支援の取組など、街の清掃・美化の推進に資する事業を行う区市町村に対し

助成を実施する。 

    （事業期間：令和８～１０年度「助成金の交付は令和１０年度まで」） 

区分 概要 

自治体が主導して地域と連携し

地域の清掃活動等の街の清掃・美

化の推進に資する取組 

助成率２／３、助成上限額１，０００万円 

ポイ捨て防止のための予防・監視

業務に係る取組 
助成率２／３、助成上限額２，０００万円 

 

  （６）中防内側諸事業 

    中央防波堤内側埋立地における、中間処理施設等の廃棄物処理を安全かつ安定的に行うことを

目的として、廃棄物の受付及び環境保全対策等の業務を実施する。 

  



36 

区分 概要 

廃棄物の受入等業務 
①廃棄物の受付業務及び処理手数料の徴収等業務 

②運搬車両の誘導及び搬入物の確認・調査・指導等業務 

中防処理施設内汚水収集及び

槽、管渠清掃作業 

①中防不燃汚水雨水収集及び槽清掃作業 

②中央防波堤内側埋立地管渠等清掃作業 

③粗大ごみ破砕処理汚水槽清掃作業 

④灰溶融施設構内及び管渠等清掃作業 

粗大ごみ等破砕ごみの積込等業

務 

①破砕ごみ積込運搬・管理誘導業務 

②破砕ごみ整理等業務 

③破砕ごみ内の金属（鉄・非鉄）選別業務 

粗大ごみ等一時保管に係る運搬

管理業務 

①中防不燃ごみ処理センターにおける粗大ごみの整理、適正管理及び

積込業務 

②粗大施設受け入れヤードと中防不燃ごみ処理センター間等の粗大ご

みの搬送業務 

 

  （７）不燃ごみ処理センター運転管理事業 

    中防及び京浜島不燃ごみ処理センターの２施設において、２３区で唯一の最終処分場の延命化

のため、東京２３区内の一般家庭等から排出された不燃ごみを適正に処理するとともに、鉄・ア

ルミを回収して資源物を可能な限りリサイクルする業務を実施する。 

    年間計画 搬入量（中防不燃ごみ処理センター）  ２９，３０２トン 

         搬入量（京浜島不燃ごみ処理センター） １４，２９６トン 

 

  （８）管路収集輸送施設運転管理等事業 

    臨海副都心地域（青海・台場・有明）の集合住宅等から排出される廃棄物を処理するため、管

路収集輸送施設の運転管理業務を実施する。 

    また、各建物に設置されている、ごみ貯留ドラム等の利用者設備の保守点検業務を各建物管理

者等から受託し、実施する。 

    年間計画 管路収集輸送施設の運転管理業務（作業日数）       ３６５日 

         管路輸送施設利用者設備保守点検業務（ごみ貯留ドラム数）  ６７基 

 

  （９）環境関連施設の見学事業 

    東京都廃棄物埋立処分場の延命化やごみの減量等に向け、都民や小学生を対象とした埋立処分

場及び廃棄物処理施設の見学案内業務を実施する。 

    年間計画 中防埋立処分場見学案内      １，３００件 

         スーパーエコタウン事業施設見学会    １１回 

         海と陸からの見学会            ８回 

         清掃工場・埋立処分場見学会        ８回 

         サマースクーリング親子で見学会等    １３回 

         研究員講演                ４回 

         教職員向け見学会             ８回 
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  （１０）産業廃棄物適正処理講習会事業 

    静脈産業の重要な担い手である産業廃棄物処理業者が環境への配慮等の付加価値を兼ね備え

ることを目的とした講習会を実施するとともに、対象を限定した研修会等を実施することで持続

可能な循環型社会の実現を図る。 

区分 概要 

産業廃棄物処理業者向け講習会

（委託元 東京都） 

年間計画 １回×２０週 

静脈産業の重要な担い手である産業廃棄物処理業者が環境への配慮等

の付加価値を兼ね備えることで持続可能な循環型社会の実現を図るこ

とを目的とした講習会を実施する。 

産業廃棄物管理責任者講習会 

年間計画 ４回 

都条例で設置が義務付けられている産業廃棄物管理責任者を対象とし

て、排出事業者の責任に関する知識や理解を深め、適正処理等の意識向

上を図ることを目的とした講習会を実施する。 

産業廃棄物処理業新入社員向け

スタートアップ研修会 

産業廃棄物処理業界の将来を担う人材の育成を図り、産業廃棄物の適正

処理の更なる推進を目指すことを目的とした業界の新入社員対象の研

修会を実施する。 

 

  （１１）廃棄物処理施設等技術支援事業 

    廃棄物処理施設の建設や維持管理、施設の整備計画に伴う基礎調査・基本設計等の技術支援業

務について、市町村等から受注し、実施する。 

    年間計画 ごみ処理施設建設及び維持管理に関する技術支援業務 １４件 

 

  （１２）廃棄物処理施設安全対策支援事業（東京都補助事業） 

   ① 一廃施設向けリチウムイオン電池安全対策支援事業【新規】 

     昨今急増するリチウムイオン電池（ＬｉＢ）に起因する火災・事故を防止し、廃棄物処理施

設の管理者による処理時の安全対策措置を支援するため、都内の一般廃棄物（一廃）処理施設

において、行政回収を開始又は継続実施する自治体などに対し、火災事故防止設備等の導入経

費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和８～１１年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 

区分 概要 

区市町村・一部事務組合 補助率１／２、上限額２，０００万円 

   ② 産廃施設向けリチウムイオン電池安全対策支援事業【新規】 

     昨今急増するリチウムイオン電池（ＬｉＢ）に起因する火災・事故を防止し、廃棄物処理施

設の管理者による処理時の安全対策措置を支援するため、都内に産廃処理施設（積替保管施設

含む）を有する事業者に対して、火災事故防止及びサーキュラーエコノミーへの移行に資する

設備や必要付帯設備の導入経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和８～１１年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 

区分 概要 

ＬｉＢ検知器 
大企業：１／２、上限額２，０００万円 

中小企業：２／３、上限額２，７００万円 

火災検知機 
大企業：１／２、上限額２００万円 

中小企業：２／３、上限額２７０万円 
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  （１３）産業廃棄物処理業者優良性基準適合認定制度事業 

    「東京における産業廃棄物処理業者の適正処理・資源化の取組に係る優良性基準適合認定制度」

の第三者評価機関として、評価認定業務を厳正かつ公正に実施し、都が定める優良性基準に適合

する産業廃棄物処理業者を認定するとともに、排出事業者に対して情報提供を行う。 

    また、都が実施する使用済住宅用太陽光パネルリサイクル促進事業に当たり、使用済住宅用太

陽光パネルをリサイクルする産業廃棄物中間処理業者について、都の基準に従い必要な調査を行

い、その結果を都に報告する。 

    年間計画 産廃エキスパート    ７５件 

         産廃プロフェッショナル ２９件 

 

  （１４）微量ＰＣＢ廃棄物処理支援事業（東京都補助事業） 

    有害物質である微量ＰＣＢ廃棄物の処理促進を目的として、都内中小企業者から発生した微量

ＰＣＢを含む廃絶縁油等の処理や微量ＰＣＢを含むおそれのある絶縁油の濃度分析を実施する

者に対して、経費の一部を助成する。 

    （事業期間：令和３～８年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 

区分 概要 

微量ＰＣＢ分析 
助成対象経費から国補助額を控除した額の１／２、助成限度額１２，５

００円／台 

微量ＰＣＢ廃絶縁油等の処理 

助成対象経費から国補助額を控除した額の１／２ 

助成限度額（微量ＰＣＢ絶縁油が封入された電気機器を処理する場合） 

４５万円／台（電源容量７５ｋＶＡ以上） 

３５万円／台（電源容量３０ｋＶＡ超７５ｋＶＡ未満） 

２５万円／台（電源容量３０ｋＶＡ以下） 

※ドラム缶等容器に保管している絶縁油や抜き取った絶縁油を処理す

る場合は、合計油量による助成限度額がある。 

 

  （１５）医療廃棄物適正処理推進事業 

    公益社団法人東京都医師会と共同で都内診療所等から排出される医療廃棄物及び都内大規模

病院等から排出される医療廃棄物について、排出から最終処分までを電子マニフェスト等によっ

て追跡管理し、その処理状況を排出事業者へ報告する。 

    年間計画 参加医療機関 １，０００件 

         参加病院      ６０件 

 

  （１６）災害廃棄物処理支援事業 

   ① 災害廃棄物処理実務管理事業【新規】（東京都補助事業） 

     大規模災害時に発生する災害廃棄物の処理に当たり、都との協力による処理の円滑化を図る

ため、平常時は都が保有する輸送コンテナの適切な維持管理、貸出回収、破損等の修繕を行い、

発災時には都の要請に基づきコンテナ輸送を活用した広域処理の監督実務等を実施する。 

   ② 八丈町災害廃棄物運搬・処理支援事業 

     令和７年台風第２２号及び２３号により被災した八丈町における災害廃棄物の島外処理に
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当たり、八丈町・都・公社の３者協定に基づき、船舶輸送、都内（島しょ部を除く）陸送及び

処分業務を実施するとともに、コンテナに積み込まれる災害廃棄物の性状確認を行うことで、

円滑かつ適正な処理と早期の復旧・復興を支援する。 

     （事業期間：令和７～８年度） 

 

  （１７）中防外側諸事業（委託元 東京都） 

    東京都廃棄物埋立処分場における廃棄物処理を安全かつ安定的に行うことを目的として、廃棄

物の受入、埋立作業及び環境保全対策等の業務を実施する。 

区分 概要 

埋立作業計画の作成業務 
①埋立作業計画の作成 

②廃棄物搬入量の集計 

一般廃棄物の受入業務 
①焼却残灰等の搬入者確認 

②搬入車両の誘導及び指導 

産業廃棄物の受入業務 

①廃棄物搬入者の確認 

②廃棄物の内容確認及び指導等 

③搬入の受付、処理手数料の徴収等 

④廃棄物搬入車両の誘導 

都市施設廃棄物の受入業務 
①廃棄物搬入者の確認 

②廃棄物の内容確認及び指導等 

廃石綿受入業務 

①廃棄物搬入者の確認 

②廃棄物の内容確認及び指導等 

③廃棄物搬入車両の誘導 

廃棄物埋立作業 

①廃棄物の敷き均し転圧作業 

②処分場内の中間覆土作業 

③処分場内の堀削、整地、搬入路・踊り場の造成作業 

④埋立作業現場の散水作業 

産業廃棄物の分析業務 ①産業廃棄物（汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さい）の分析 

防火及び埋立処分場内警備等業

務 

①防火・警備の場内パトロール 

②埋立作業時間帯外の埋立処分場関連施設等の警備 

③開場時間帯内の処分場への進入車両の監視 

④災害等発生時の初期対応、緊急連絡 

飛散ごみ対策等環境保全作業 

①処分場内の幹線・周回道路等の清掃・飛散ごみの収集作業 

②洗車場側溝等の清掃、ドロ落とし施設の汚水収集・清掃作業 

③残灰等のごみ飛散防止の散水作業 

散水作業 
①処分場内の搬入道路・周回道路等の散水作業 

②廃棄物空け場等の巡回による散水作業 

場内緑化整備等 

①処分場内緑化状況調査 

②除草 

③植樹及び管理 

④埋立処分場自生木移植及び管理 

⑤植樹散水・薬剤散布 
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埋立作業用車両等の整備 

①車両故障修理 

②各種定期点検 

③車両整備 

④安全運転旗等製作・設置 

⑤労働安全規則に基づく特殊車両（クレーン車等）の定期検査 

⑥パンク修理、タイヤ交換 

最終覆土及び最終覆土作業用仮

設道路造成等作業 

①処分場内における覆土材の運搬作業等 

②処分場内の覆土作業及び整地・整形作業 

③覆土用道路の造成及び処分場内搬入路の整地・整形作業 

 

  （１８）浄化槽法定検査事業 

    浄化槽法の指定検査機関として浄化槽法第７条及び第１１条に基づく法定検査を実施すると

ともに、必要に応じて、管理者に対して改善策等の助言を行う。 

    また、都と協力して法定検査受験率向上に向けて普及啓発活動を実施する。 

    年間計画 浄化槽法第７条検査    １３９件 

         浄化槽法第１１条検査 ５，０００件 

 

  （１９）河川環境保全事業（委託元 東京都） 

    河川における衛生的環境の確保と美観の保持を図ることを目的に、都の代表的な河川である隅

田川や神田川等２９河川の浮遊ごみ等回収処理作業及び河川清掃に使用する船舶、分室等の保守

管理業務を実施する。 

    年間計画 対象河川  ２９本 

         作業距離 １０９キロメートル 

 

  （２０）清掃工場計器保全事業 

    特別区の清掃工場等の施設に設置されている排ガス分析計等の保守点検業務を実施する。 

    年間計画 点検基数 ８，２０９基 

 

  （２１）施設搬入不適物調査事業 

    特別区の各清掃工場及び不燃ごみ処理センターへの不適物の搬入を未然に防ぐことを目的と

して、車両により搬入される一般廃棄物の検査業務を実施する。 

    年間計画 作業日数 年間２６１日 
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 ３ 生物多様性の保全等に係る支援等に関する事業 

 

  （１）自然環境の保全等事業（委託元 東京都） 

    都内の生物多様性の拠点である保全地域において、生物多様性に配慮した管理を行うとともに、

緑地保全活動を行うボランティア人材の育成、保全地域等に関する情報発信等の普及啓発、保全

地域の指定効果の見える化業務等、生物多様性保全の取組を多様な主体と連携して実施する。 

区分 概要 

保全地域体験プログラム「里山へ

ＧＯ！」の運営 

年間計画 ５５回 

都民に緑地保全活動の良さを体感してもらい、新たなボランティア人材

の掘り起こしと定着を図るため、保全活動未経験者でも参加しやすい体

験プログラムを実施する。 

保全地域等の普及啓発業務 

保全地域体験プログラムの参加希望者に各々のニーズと活動レベルに

応じた活動情報を提供するとともに、活動場所及び保全地域活動団体と

のマッチングを図ることなどにより、保全地域等の普及啓発業務を行

う。また、自治体等が主催する都民等を対象としたイベントに出展し、

里山へＧＯ！等の広報を行う。 

東京グリーンシップ・アクショ

ン、東京グリーン・キャンパス・

プログラムの運営 

保全地域の良好な自然環境を維持するとともに、幅広い層の都民に自然

環境への関心を高めてもらうため、企業、学校、ＮＰＯ等の多様な主体

と連携して、東京グリーンシップ・アクション及び東京グリーン・キャ

ンパス・プログラムを実施する。 

保全地域サポーター運営業務 

年間計画 認定講習  １回 

  サポーター活動 １８回 

緑地保全活動のリピーター等を対象に保全地域サポーター認定希望者

を募集し、講習を行う。 

また、都が認定した「保全地域サポーター」を対象とした、保全地域に

おけるボランティア活動機会を提供することにより、保全地域活動団体

の支援を行う。 

保全地域コーディネート業務 

年間計画 対象地域 １７地域 

保全地域の価値・魅力の向上を図りつつ、生物多様性の拠点として機能

させるため、自然環境調査により各保全地域の現状及び特徴を捉え、生

物多様性保全に係る専門家からの助言、指導を得ながら、活動団体など

各主体との合意形成を図り、保全・活用に向けた目標設定、作業選定及

び役割分担の整理、改善提案を行う。 

保全地域の管理等業務 

年間計画 対象地域 ５１地域 

保全地域において、以下の管理業務を実施する。 

・支障木・危険木等の伐採及び剪定 

・雑木林の萌芽更新や下草刈り、竹林管理 

・保護柵や看板等の補修工事、案内板の設置 

・希少動植物の生育状況や盗掘等被害状況の確認 

・保全活動団体への指導・助言、講習会の実施 

・チェーンソー、杭及びロープ等保全活動に必要な資機材の貸与・支給 
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保全地域林縁部の保全 

年間計画 対象地域 ２５地域 

保全地域の境界沿い及びその周辺に生育し、災害時には周囲の建築物・

道路等へ被害を与える恐れのある樹木について、伐採・処分することで

安全性の向上及び生物多様性の保全を図る。 

保全地域におけるナラ枯れ被害

木対応業務 

ナラ枯れにより枯死した被害木を伐採し、保全地域を利用する都民及び

周辺住民の安全を確保するとともに、ナラ枯れ被害の拡大を防止するた

め、適正処理を実施する。 

保全地域におけるアライグマ捕

獲等調査 

年間計画 対象地域 １７地域 

保全地域におけるアライグマによる生態系被害の実態把握を行うとと

もに、被害の軽減を目的とした捕獲を実施する。 

保全地域における自然再生事業 

年間計画 対象地域 ８地域 

（うち伐採４地域） 

保全地域において、人の手による維持管理（萌芽更新等）による好循環

なサイクルにより、多様な動植物が生息する自然環境を再生する。 

保全地域における希少種対策 

年間計画 対象地域 ３地域 

保全地域において優先的に保全すべき希少種について、積極的な保護・

増殖に向けた検討及び取組、生育環境を保全するための植生管理や環境

整備を実施する。 

保全地域における外来種対策 

年間計画 対象地域 ２地域 

保全地域の多様な生態系の創出空間である湿地等において、他の在来植

物の生育場所を脅かし、湿地の乾燥化の原因となる外来植物（キショウ

ブ）を除去し、湿地本来の生態系の保全・回復を図る。 

保全地域の指定効果の見える化

業務 

都が保全地域の指定加速化に向けて実施する、緑地等が提供する効果の

見える化（身近な指標を定量化）について、環境科学研究所との連携を

図り、調査研究等の業務を実施する。 

 

  （２）生物多様性保全連携推進事業（委託元 東京都） 

    小学生向けの多様な自然を知る参加型プログラムや、ボランティア人材の育成講座を通じ、生

物多様性の保全と自然との共生の実現に貢献する。また、令和７年度に構築した東京都生物多様

性推進センターＨＰの本格運用を令和８年度より実施し、生物多様性に関する各種情報をワンス

トップで広く都民に提供するなど、効果的な普及啓発等を展開する。 

区分 概要 

東京都サポートレンジャー登録

講座の実施及び運営 

年間計画 登録講座 １回 

 スキルアップ講座 １回 

自然公園の保護と適正な利用・管理の推進を図るために、多摩地域の東

京都自然保護指導員の業務を補佐する「東京都サポートレンジャー」登

録講座の実施及び運営を行う。 

緑のボランティア指導者育成講

座の実施及び運営 

年間計画 専門講習 １回 

自然観察や緑地保全活動など、緑のボランティア活動でスキルアップや

リーダーを目指す方に向けて、技術や指導法を学べる緑のボランティア

指導者育成講座の実施及び運営を行う。 
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多様な自然を知る参加型プログ

ラムの実施及び運営 

年間計画 「Ｔｏｋｙｏ Ｎａｔ

ｕｒｅ Ｃｌａｓｓ」 ６回 

自然と触れ合う機会が少ない子供たちが、日常生活の中で身近に自然を

感じることができる機会を増やし、東京の生物多様性の理解と関心を深

めていくため、小学生の親子等を対象とした多様な自然を知る参加型プ

ログラムの実施及び運営を行う。 

生物多様性の普及啓発に向けた

情報発信等業務 

令和７年度に構築した東京都生物多様性推進センターＨＰにおいて、生

物多様性に関する各種情報をワンストップで広く都民に提供する等、効

果的な普及啓発等を展開する。 
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 ４ 大気、水質等環境の改善に係る支援等に関する事業 

 

  （１）大気・水質等環境改善事業（東京都補助事業） 

   ① Ｃｌｅａｒ Ｓｋｙ実現に向けた大気環境改善促進事業 

     ＰＭ２．５や光化学オキシダントの低減に向け、事業者や都民のＶＯＣ等対策への自主的な

取組を促すための普及啓発を行い、大気環境改善の機運を醸成する。 

   ② ＰＦＯＳ等含有泡消火薬剤の転換促進事業 

     都内の民間事業者等を対象として、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ非含有消火薬剤への交換・撤去に係

る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和８年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 

   ③ 省エネ型ＶＯＣ排出削減設備導入促進事業 

     石油製品値上がりへの対応や脱炭素の取組を強化するとともに、大気環境の更なる改善のた

め、都内の事業者を対象とし、光化学スモッグの原因のひとつである石油系原材料の削減等に

寄与できるＶＯＣ（揮発性有機化合物）対策設備やＶＯＣ削減装置付省エネ型空調・換気設備

の導入に係る経費の一部を助成する。 

     （事業期間：令和４～８年度「助成金の交付は令和９年度まで」） 
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 ５ 環境に係る調査研究・技術開発等に関する事業 

 

  （１）環境調査研究・技術支援事業（委託元 東京都） 

    都における大気、水質、資源循環、自然環境、気候変動、エネルギー等の研究などを幅広く実

施し、研究発表会等により研究成果を発信し、広く都民等へ知見の提供を行う。 

区分 概要 

調査研究 

都の環境施策の展開に必要な科学的知見の提供を目的として、環境の改

善・向上に資する幅広い調査研究業務等を実施する。（包括委託仕様書

順） 

・脱炭素化に向けた中小規模事業所対策の調査研究 

（事業期間：令和７～９年度） 

・都市部における生ごみなどバイオマス系資源の焼却に頼らない循環利

用に関する研究 

（事業期間：令和７～９年度） 

・再資源化の見える化に資する研究 

（事業期間：令和８～１０年度） 

・東京湾沿岸域における底層環境改善に関する研究 

（事業期間：令和４～８年度） 

・都内河川における衛生指標細菌の発生源の推定に関する研究 

（事業期間：令和６～８年度） 

・水素エネルギーの実装化に向けた調査研究 

（事業期間：令和６～８年度） 

・東京における地下水の実態把握に関する研究 

（事業期間：令和７～９年度） 

・自動車環境対策の総合的な取組に関する研究 

（事業期間：令和６～８年度） 

・微小粒子状物質の濃度低減等に関する研究 

（事業期間：令和８～１０年度） 

・高濃度光化学オキシダントの低減対策に関する研究 

（事業期間：令和７～９年度） 

・有害化学物質によるリスク評価及びリスク管理に関する研究 

（事業期間：令和８～１０年度） 

  



46 

環境技術支援等 

都の環境施策の推進に必要な科学的知見・専門的技術等を提供し、環境

施策の実施における信頼性の確保や環境の改善・向上に資する環境技術

支援等業務を実施する。 

・自動車排出ガス測定体制の整備 

・ダイオキシン類の土壌地下水汚染に対する調査・対策に関する技術支

援 

・自然由来等土壌の合理的な処理促進に関する技術支援 

・分析精度管理等 

 分析の精度管理等 

 低沸点炭化水素類の測定及びＶＯＣ簡易測定機による測定結果

のクロスチェック 

 光化学オキシダント自動測定の精度管理 

・都及び区市町村の職員への技術支援 

・国際環境協力に関する技術支援 

・フロン類の大気中濃度把握に関する技術支援 

・ゼロエミッション東京の実現に向けた中長期的な課題解決に関する技

術支援 

・環境汚染事故発生時等における緊急的対応 

特別研究 

・保護上重要な野生生物種の保護策強化に向けた調査研究 

（事業期間：令和６～８年度） 

・特定外来生物キョン防除事業の強化に向けた調査研究 

（事業期間：令和８～１０年度） 

・災害時等におけるＰＦＡＳ等分析対応能力の向上 

（事業期間：令和８～１０年度） 

 

  （２）外部資金導入研究事業 

    環境施策の推進や効果の実証を目的として、公的機関等からの外部資金を導入した研究を促進

することにより、研究のレベルの向上と研究成果の一層の活用を図る。 

    年間計画 研究数 ２０件 

 

  （３）自主研究事業 

    研究員の独創的なアイデアにより知見を集積する萌芽研究や、重要性が高いが都受託には至っ

ていない課題をテーマとした先行的研究、さらに、分野横断的な調査研究としてプロジェクト研

究を実施することで、研究の質的向上とともに、外部資金導入研究や都受託研究への展開にも繋

げる。 
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区分 概要 

萌芽研究・先行的研究 

年間計画 萌芽研究  ３件 

     先行的研究 ８件 

公社における研究体制の更なる充実と研究の質的向上を図ることを目

的として、研究員の独創的なアイデアにより知見を集積する研究や公社

事業に資する実践的な研究等を実施する。 

プロジェクト研究 

年間計画 ２件 

気候変動の要因や影響を与えるエネルギー、自然、環境リスク分野など

の横断的・総合的な調査研究を進め、将来的に都の環境施策に貢献して

いく研究を実施する。 

 

  （４）スタートアップとの連携による環境科学研究所の研究力強化事業【新規】（東京都補助事業） 

    最新技術やソリューションを活用した研究領域の拡大を図ることで、研究を通じた社会貢献を

推進するため、研究機能強化に資する技術を有するスタートアップを選定し、連携事業を実施す

る。 

    （事業期間：令和８～１０年度） 

 

  （５）気候変動適応促進事業 

    都内における気候変動適応に関する取組を促進するため、気候変動適応法及び東京都気候変動

適応計画に基づき、他の研究機関等と連携による知見も含め、気候変動の影響や適応に関する情

報の収集、整理、分析等を実施し、東京都と連携して区市町村や都民等に広く情報を発信する。 

    年間計画 研究所ニュース等による活動紹介 ２回 

         ＰＲイベント          ４回 

         気候変動情報紹介セミナー開催  １回 
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 ６ 環境に係る広報、普及啓発及び支援等に関する事業 

 

  （１）区市町村との連携による環境政策高度化事業【新規】（東京都補助事業） 

    都の施策と連携した区市町村の取組が加速していることを踏まえ、各自治体のニーズや環境課

題に、より効果的かつ柔軟に対応する制度にバージョンアップし、広域的環境課題の解決に資す

る取組を支援する。 

    （事業期間：令和８～１２年度「助成金の交付は令和１２年度まで」） 

区分 概要 

区市町村との連携による環境政

策高度化事業 

助成率１／２（暑さ対策は緊急的・重点的に２／３） 

※事業ごとに助成上限額あり 

 

  （２）区市町村との連携による環境政策加速化事業（東京都補助事業） 

    東京都環境基本計画の２０３０年目標の達成に向けて、東京全体の環境政策の一層の推進を目

的とし、東京都と連携し広域的な環境課題に取り組む区市町村等に対し助成を実施する。 

    （事業期間：令和６～８年度「助成金の交付は令和８年度まで」） 

区分 概要 

将来性ある先進的事業 

＜助成対象＞ 

先進性が高く、将来的に都内外の区市町村へ拡がることが見込まれる有

望な事業 

＜助成額＞ 

助成率１０／１０、助成限度額３，０００万円／事業 

 

  （３）環境学習事業 

   ① 環境学習（東京都補助事業） 

     次世代を担う子供たちへの環境教育の充実・強化を行うため、「小学校教員向け環境教育研

修会」を実施するとともに、都民が環境について学べる機会を積極的に提供するため、「都民

を対象としたテーマ別環境学習講座」を実施する。 

     さらに、教育機関と連携し、小学校向け出前授業を都内小学校に展開するとともに、新たな

環境学習コンテンツの制作を行う。 

     年間計画 小学校教員向け環境教育研修会     ４回 

          都民を対象としたテーマ別環境学習講座 ４回 

          小学校向け出前授業          ６回 

   ② 環境学習サイト等運営事業【新規】（委託元 東京都） 

     これまで公社が環境学習において培ってきたノウハウや区市町村等とのネットワーク等を

活用することで、よりわかりやすく環境学習情報を発信するとともに、「チームもったいない」

についても一体的な運用を図り、都民の環境配慮行動を加速化させる。 
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  （４）ＴＯＫＹＯ－ｅｃｏｓｔｅｐｓ 

    持続可能な社会の実現に向け、都民一人ひとりの自発的行動を後押しするため、都民参加型の

エコアクションプログラム「ＴＯＫＹＯ－ｅｃｏｓｔｅｐｓ」において、登録者に対し、公社及

び各団体が運営する施設情報やイベントの配信等を実施する。 

 

  （５）液化石油ガス保安に関する普及啓発事業（東京都補助事業） 

    国が策定した「液化石油ガス安全高度化計画２０３０」で掲げる保安管理体制の構築と保安の

高度化の推進に向け、東京都及び東京都ＬＰガス協会と連携し、事業者向け保安高度化講習会を

実施する。 

 

  （６）グローバルサウスのＧＸ促進プロジェクト（東京都補助事業） 

    グローバルサウスの脱炭素化に貢献し、都内企業の成長とともに、東京のさらなる脱炭素化な

どを後押しするため、東京の企業が持つ優れたＧＸ関連の技術やビジネスモデルを、グローバル

サウス諸国に向け、海外に展開する。 

    （事業期間：令和７～９年度） 

区分 概要 

グローバルサウスのＧＸ促進プ

ロジェクト 

助成率１／２、助成限度額３億円 

※支援規模３０社 
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 ７ 公益目的事業の推進に資する事業 

 

  （１）社有地の利活用事業 

    水素社会の実現に向けたインフラ整備を図ることを目的として、運営事業者のＥＮＥＯＳとの

事業用地賃貸借契約期間に基づき、江東区潮見の事業用地の一部を都内初のガソリンスタンド併

設型水素ステーションとして貸出を行う。 
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Ⅲ 予算概要 

１ 事業別収支の概要 

 

 

（単位：千円）

公益目的事業 25,749,255 26,094,395 8,722 ▲ 336,418

1 地球温暖化防止活動事業 14,201,694 14,379,099 － ▲ 177,405

2 資源循環利用・廃棄物適正処理等事業 8,158,981 8,088,035 8,722 79,668

3 生物多様性の保全等事業 1,380,531 1,385,649 － ▲ 5,118

4 大気・水質等環境の改善事業 109,424 112,294 － ▲ 2,870

5 環境調査研究事業 1,417,972 1,445,512 － ▲ 27,540

6 広報普及等事業 480,653 683,806 － ▲ 203,153

収益事業 30,000 12,534 ▲ 8,722 8,744

7 公益目的事業の推進に資する事業 30,000 12,534 ▲ 8,722 8,744

法人会計 2,764 46,183 － ▲ 43,419

法人会計（管理運営） 2,764 46,183 － ▲ 43,419

総　合　計 25,782,019 26,153,112 － ▲ 371,093

経常費用
他会計
振替額

増減事業 経常収益
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２ 正味財産増減の概要 

 

 

  

（単位：千円）

金額

経常収益 25,749,255

経常費用 26,094,395

当期経常増減額 ▲ 345,140

当期経常外増減額 －

他会計振替額 8,722

税引前当期一般正味財産増減額 ▲ 336,418

経常収益 30,000

経常費用 12,534

当期経常増減額 17,466

当期経常外増減額 －

他会計振替額 ▲ 8,722

税引前当期一般正味財産増減額 8,744

経常収益 2,764

経常費用 46,183

当期経常増減額 ▲ 43,419

他会計振替額 －

税引前当期一般正味財産増減額 ▲ 43,419

経常収益 25,782,019

経常費用 26,153,112

当期経常増減額 ▲ 371,093

当期経常外増減額 －

税引前当期一般正味財産増減額 ▲ 371,093

法人税等 270

当期一般正味財産増減額 ▲ 371,363

一般正味財産期首残高 5,426,112

一般正味財産期末残高 5,054,749

当期指定正味財産増減額 －

指定正味財産期首残高 356,000

指定正味財産期末残高 356,000

5,410,749　正味財産期末残高

　項目

一般正味財産
増減の部

公益目的
事業会計

収益事業
会計

法人会計

合計

　指定正味財産増減の部
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Ⅳ 公社の機関 

 

１ 理事会 

すべての理事をもって構成し、業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、理事長及び常務

理事の選定及び解職、事業計画及び収支予算の承認のほか、法令や定款で定められた職務を行

う。 

（１）理  事  長 － 法令及び定款の定めるところにより、法人を代表し、その業務を

執行する。 

（２）常 務 理 事 － 法人の日常業務を掌理するとともに、理事長を補佐する。また、

理事長に事故あるときは、その業務執行に係る職務を代行する。 

（３）理     事 － 理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執

行する。 

 

２ 評議員会 

すべての評議員をもって構成し、公社の最高意思決定機関として、評議員の選任及び解任、

理事、監事及び会計監査人の選任及び解任、理事及び監事の報酬等の額、貸借対照表及び損益

計算書（正味財産増減計算書）の承認のほか、法令や定款で定められた事項を決議する。 

 

３ 監事 

公社の業務及び財産の状況、並びに理事の職務執行を監査し、監査報告書を作成する。必要

がある場合は、評議員会・理事会で報告する。 

 

４ 会計監査人 

公社は、法令の定めるところにより、会計監査人を設置する。 

会計監査人は、公社の貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附

属明細書、財産目録並びにキャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告書を作成する。 

 

５ 理事会・評議員会の開催予定 

【理事会】 

回数 付議事項 開催時期 

第１回 令和７年度 事業報告・収支決算について 令和８年６月開催予定 

第２回 令和９年度 事業計画・収支予算について 令和９年３月開催予定 

 

【評議員会】 

回数 付議事項 開催時期 

第１回 令和７年度 収支決算について 令和８年６月開催予定 
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Ⅴ 公社の組織 

１ 組織図 

 

 東京都気候変動適応センター

 創エネ推進ライン  ４ 創エネ支援チーム

監

事

会

計

監

査

人

 環境計測センター

 １ 事業開発係
 ２ 計器保全係

 ３ 調査指導係
 ４ 管路輸送係

東
京
都
環
境
科
学
研
究
所

 研究調整課
 １ 庶務係

 ２ 会計係
 ３ 企画調査係

 環境資源・生物多様性研究科

 環境リスク研究科

 気候変動・環境エネルギー研究科

 東京都生物多様性推進センター

 １ 緑環境係

 ２ 保全地域再生係
 ３ 保全活動推進係
 ４ 生物多様性連携推進係

技
術
支
援
部

 技術課

 １ 計画係
 ２ 浄化槽検査係
 ３ 調査設計係

 ４ 環境改善係

 中防管理事務所

 １ 調整係
 ２ 契約調整担当

 ３ 処理係
 ４ 河川事業係

 ５ 施設運営係
 ６ 不燃ごみ処理施設係
 ７ 京浜島処理係

 環境事業課
 １ 管理係

 ２ 事業運営係

 優良性認定評価室
 １ 調査係

 ２ 審査係

 東京サーキュラーエコノミー
 推進センター

 １ 事業管理チーム

 ２ 普及推進チーム
 ３ 行動変容支援チーム

評
　
議
　
員
　
会

理
　
事
　
会

理
 

事
 

長

常
務
理
事

環
境
共
生
部

総
務
部

 総務課

 １ 総務係

 ２ 人事係
 ３ 情報危機管理室
 ４ 戦略広報室

 ５ プロモーション推進室

 経営企画課
 １ 経営企画係
 ２ 経理係
 ３ DX推進室

東
京
都
地
球
温
暖
化

 
防
止
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー

 温暖化対策推進課

 庶務・普及ライン
 １ 企画調整チーム
 ２ 普及連携チーム
 ３ 区市町村連携支援担当

 建物脱炭素化
 推進ライン

 ５ 建物脱炭素化支援チーム

 都市エネ・
 モビリティライン

 ６ 都市エネ促進チーム

 ７ モビリティチーム

 省エネ推進・
 事業支援ライン

 ８ 省エネ推進チーム
 ９ 事業支援チーム
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２ 職員数 

 

（うち管理職）

総務部 34 (5) 4 38

総務課 21 (3) 3 24

経営企画課 13 (2) 1 14

150 (6) 24 174

環境共生部 68 (5) 16 84

環境事業課 16 (2) 0 16

優良性認定評価室 3 (0) 1 4

東京サーキュラーエコノミー推進センター 19 (1) 2 21

東京都生物多様性推進センター 30 (2) 13 43

技術支援部 186 (5) 20 206

技術課 26 (2) 7 33

中防管理事務所 127 (2) 13 140

環境計測センター 33 (1) 0 33

54 (8) 10 64

研究調整課 13 (3) 4 17

環境資源・生物多様性研究科 12 (1) 1 13

環境リスク研究科 9 (1) 2 11

気候変動・環境エネルギー研究科 16 (2) 3 19

東京都気候変動適応センター 4 (1) 0 4

492 (29) 74 566

注）　職員数は、令和８年４月１日の予定人員である。

職員数計

東京都地球温暖化防止活動推進センター

《 部 ・ 課 》

《職　　　員　　　数》

計常勤職員
非常勤職員

東京都環境科学研究所
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＜参考＞ 公社の事業所等 

 
 

 

（令和8年4月1日現在）

施　設　名 施設区分 所　在　地
敷地面積・

施設規模等
備　考

本社
民間賃貸物件

借上げ

墨田区江東橋4-26-5

東京トラフィック錦糸町ビル

5・8階

床面積

　1,741.62 ㎡

平成22年8月

開設

東京都環境科学研究所 都施設 江東区新砂1-7-5
敷地面積

　7,281.91 ㎡

平成19年4月

移管

東京都地球温暖化

防止活動推進センター

民間賃貸物件

 借上げ

新宿区西新宿2-4-1

新宿ＮＳビル

10・17階

床面積

   2,893.23 ㎡

平成20年4月

事業開始

ガソリンスタンド併設型

水素ステーション
土地賃貸 　2,428.52 ㎡

平成27年9月

開始

水素情報館　東京スイソミル 公社施設 　959.59 ㎡
平成28年7月

開館

多摩分室

（自然環境保全・浄化槽検査）
都施設

立川市錦町4-6-3

東京都立川合同庁舎3階

多摩環境事務所内

床面積

　約57.93 ㎡

平成27年4月

事業開始

東京都生物多様性推進センター
民間賃貸物件

 借上げ

立川市曙町1-22-17

アーバンセンター立川4階

床面積

  578.50 ㎡

令和6年4月

事業開始

東京都生物多様性推進センター

北多摩分室

民間賃貸物件

 借上げ
東久留米市神宝町1-10-11

床面積

　81.14 ㎡

令和7年１月

開設

江東区海の森三丁目地先

中央防波堤外側埋

立処分場

　約3,140,000 ㎡

江東区青海三丁目地先
新海面処分場

　約4,800,000 ㎡

中防不燃ごみ処理センター 一組施設（※） 江東区海の森2-4-79

床面積

　34,575 ㎡

処理能力

　48ｔ／ｈ×2系列

昭和61年10月

事業開始

京浜島不燃ごみ処理センター 一組施設（※） 大田区京浜島3-7-1

床面積

　41,679 ㎡

処理能力

　8ｔ／ｈ×4系列

平成8年11月

事業開始

ごみ管路収集輸送施設 一組施設（※）
江東区有明2-3-10

有明清掃工場内

床面積

　55.00 ㎡

総管長

　約16 km

平成7年12月

事業開始

潮見分室

（河川環境保全）
都施設 江東区潮見1-29-8

床面積

　253.4 ㎡

昭和61年4月

事業開始

厩橋分室

（河川環境保全）
都施設 台東区蔵前2-15-2

床面積

　383.6 ㎡

昭和61年4月

事業開始

　※　一組施設とは、東京二十三区清掃一部事務組合が所管する施設

昭和53年4月

事業開始

江東区潮見1-3-2

東京都廃棄物埋立処分場 都施設


